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【
学
術
論
文
】 

『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
（
二) 

 

原
口 

耕
一
郎 

 

目
次 

 

一
．
は
じ
め
に 

（
以
下
、
本
誌
九
号
） 

 

二
．
『
記
・
紀
』
の
隼
人
関
係
記
事 

 

三
．
天
皇
号
の
成
立
と
日
本
型
中
華
思
想 

 

四
．
既
存
の
学
説
①
─
─
隼
人
の
時
間
的
範
囲 

 

五
．
既
存
の
学
説
②
─
─
隼
人
の
空
間
的
範
囲 

 

六
．
擬
似
民
族
説
と
隼
人 

 

七
．
考
古
資
料
と
隼
人 

（
以
上
、
本
誌
九
号
） 

 

八
．
畿
内
隼
人
に
つ
い
て 

（
以
下
、
本
号
） 

 

九
．
『
書
紀
』
出
典
論
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
向 

 

一
〇
．
天
武
朝
よ
り
前
の
隼
人
関
係
記
事
を
検
討
す
る 

 

一
一
．
む
す
び 

（
以
上
、
本
号 

完
結
） 

 

要
旨 

『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
は
、
か
な
り
古
い
時
代
の
記
事

か
ら
隼
人
は
登
場
す
る
。
こ
の
隼
人
関
係
記
事
の
信
憑
性
を
め
ぐ
っ
て
、
大
き

く
二
つ
の
議
論
が
あ
る
。
一
つ
は
天
武
朝
以
降
の
記
事
か
ら
な
ら
ば
、
そ
れ
な

り
に
信
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
理
解
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
在
の
通
説
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
う
一
つ
は
、
天
武
朝
よ
り
前
の
時
期
の
記
事
に

も
史
実
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
理
解
で
あ
る
。 

 

小
論
は
、
こ
れ
ま
で
の
隼
人
研
究
史
を
回
顧
し
、
隼
人
概
念
の
明
確
化
を
は

か
り
、
『
記
・
紀
』
に
史
料
批
判
を
加
え
、
天
武
朝
よ
り
前
の
隼
人
関
係
記
事

に
つ
い
て
は
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
信
を
置
き
が
た
い
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
可
能
な
限
り
通
説
の
擁
護
を
目
指
す
こ
と
が
小
論
の

目
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
文
献
上
に
あ
ら
わ
れ
る
隼
人
像
を
整
理
し
、
隼
人
概
念

の
明
確
化
を
行
う
。
次
に
考
古
資
料
と
隼
人
概
念
と
の
対
比
を
、
最
近
の
考
古

学
研
究
者
の
見
解
を
踏
ま
え
な
が
ら
行
う
。
さ
ら
に
畿
内
隼
人
の
成
立
に
つ
い

て
触
れ
る
。
そ
の
結
果
、
『
記
・
紀
』
編
纂
時
に
お
け
る
政
治
的
状
況
、
す
な

わ
ち
日
本
型
中
華
思
想
の
高
ま
り
の
中
で
、
政
治
的
に
創
出
さ
れ
た
存
在
と
し

て
の
隼
人
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
現
在
の
隼
人

理
解
に
お
い
て
中
核
的
な
テ
ー
ゼ
を
な
す
、
「
隼
人
と
は
政
治
的
概
念
で
あ

る
」
と
い
う
主
張
を
確
認
し
た
う
え
で
、
天
武
朝
よ
り
前
の
隼
人
関
係
記
事
は

漢
籍
や
中
国
思
想
に
よ
り
潤
色
／
造
作
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。 

 

キ
ー
ワ
ー
ド

隼
人
、
古
代
南
九
州
、
夷
狄
、
古
代
天
皇
制
、
中
華
思
想
、 

 
 
 
 
 
 

日
本
書
紀 

  

承
前 

  
小
論
「
そ
の
（
一)



」（
以
下
、
前
稿
）
に
引
き
続
い
て
論
じ
て
い
き
た
い
。
な

お
、
発
表
の
順
序
が
前
後
し
て
し
ま
っ
た
が
、
私
は
い
わ
ゆ
る
「
日
向
神
話
」
と

隼
人
お
よ
び
出
典
論
に
つ
い
て
論
じ
た


。
こ
れ
は
小
論
と
も
重
な
り
あ
う
こ
と
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も
多
い
た
め
、
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。 

  

八
．
畿
内
隼
人
に
つ
い
て 

  

本
章
で
は
畿
内
隼
人
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
、
そ
の
前
に
前
稿
発
表
後
に
得
た

重
要
な
指
摘
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
永
山
氏
は
隼
人
と
い
う
名
称
／
呼
称
が
開

始
さ
れ
る
時
期
を
検
討
す
る
中
で
、
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
な
さ
れ
た
。
ま
ず
、

エ
ミ
シ
や
ク
マ
ソ
に
つ
い
て
は
、
蝦
夷
、
毛
人
、
熊
襲
、
熊
曾
、
球
磨
曽
於
な
ど

漢
字
表
記
に
多
様
性
が
あ
る
が
、
ハ
ヤ
ト
に
つ
い
て
は
『
万
葉
集
』
に
一
例
「
早

人｣



が
確
認
さ
れ
る
ほ
か
、
あ
と
は
す
べ
て
「
隼
人
」
表
記
で
あ
り
、
こ
れ
は

そ
の
始
期
の
違
い
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
姓
的

な
例
で
は
な
く
人
名
に
「
隼
人
」
が
使
用
さ
れ
た
例
を
探
し
て
み
る
と
、
現
状
で

は
八
世
紀
以
降
の
史
料
に
、
「
小
月
隼
人
」
「
葛
野
隼
人
」（
以
上
、
平
城
京
出
土
木

簡
）
、
「
次
田
隼
人
」（
以
上
、
正
倉
院
文
書
）
の
三
名
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、

人
名
と
し
て
エ
ミ
シ
が
使
用
さ
れ
た
例
は
、
大
化
前
代
か
ら
三
〇
名
以
上
が
知
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
る
種
法
的
な
規
制
を
受
け
る
公
式
な
表

記
法
が
定
め
ら
れ
た
時
期
と
、
ハ
ヤ
ト
の
呼
称
の
始
期
は
大
き
く
は
隔
た
っ
て
は

い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、
と
さ
れ
た


。
以
上
の
よ
う
な
永
山
氏
の
指
摘
は
、
隼

人
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の

指
摘
か
ら
、
天
武
朝
よ
り
前
の
時
期
に
は
、「
隼
人
」
表
記
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

「
ハ
ヤ
（
ヒ
）
ト
」
と
い
う
言
葉
す
ら
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
と

私
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
天
武
朝
に
隼
人
と
い
う
「
制
度
」
が
開
始
さ
れ
る
と

と
も
に
、
「
ハ
ヤ
（
ヒ
）
ト
」
と
い
う
言
葉
も
生
ま
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
今
後
、
人
名
が
記
さ
れ
た
木
簡
の
出
土
な
ど
で
状
況
が
変
わ
る
こ
と
も

あ
り
う
る
が
、
現
状
で
は
こ
の
よ
う
な
想
定
も
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
武
朝
よ
り
前
の
時
期
の
南
九
州
の
人
々
、
お
よ
び
同
時
期

の
南
九
州
に
出
自
を
持
つ
人
々
を
「
隼
人
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
や
は
り
不
適
切
だ

と
せ
ざ
る
を
え
な
い


。 

 

そ
れ
で
は
本
章
の
主
題
に
移
ろ
う
。
畿
内
お
よ
び
そ
の
近
辺
に
移
配
さ
れ
た
南

九
州
系
の
人
々
を
、
一
般
に
「
畿
内
隼
人
」
と
総
称
す
る
。
本
章
で
は
こ
の
畿
内

隼
人
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。
さ
て
、
小
論
は
隼
人
天
武
朝
初
見
説
の
擁
護
を
目

指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
天
武
朝
よ
り
前
の
時
期
に
隼
人
の
存
在
を
認
め
よ
う
と

す
る
と
き
、
畿
内
隼
人
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
天
武
朝
よ
り
前
の
時
期
の
『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
記
述
内
容
と
も
相

ま
っ
て
、
「
隼
人
」
が
い
つ
か
ら
畿
内
近
辺
に
移
住
し
て
き
た
（
さ
せ
ら
れ
て
き

た
）
か
が
一
つ
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
考
古
資
料
に
注

目
が
集
ま
る
こ
と
も
多
い
。 

 

こ
れ
に
つ
い
て
は
代
表
的
な
議
論
と
し
て
森
浩
一
氏
に
よ
る
も
の
が
あ
り
、
そ

れ
に
対
し
て
永
山
氏
が
反
論
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
に
つ
い
て
は
註
に
示
し
た

各
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
こ
の
議
論
を
追
っ
て
み
よ
う
。
森
氏
ら
の
説


は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
和
歌
山
市
で
発
見
さ
れ
た
褌
姿
で
入
墨
の
あ
る
力
士

像
の
埴
輪
、
奈
良
県
宇
智
郡

あ阿
だ陀

郷
近
辺
の
河
川
漁
撈
を
想
定
さ
せ
る
遺
物
（
釣

り
針
な
ど
）
、
京
都
府
綴
喜
郡
大
住
郷
近
辺
の
横
穴
墓
群
、
こ
れ
ら
の
存
在
は
、

「
隼
人
」
の
畿
内
へ
の
移
住
が
古
墳
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

 
 
 
 
 

 
 
 
 

『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
（
二
） 

二 



 

3 230    

こ
れ
に
対
し
て
永
山
氏
は
以
下
の
よ
う
に
反
論


さ
れ
る
。
ま
ず
、
相
撲
と
力
士

像
に
つ
い
て
は
、
延
喜
式
の
記
載
か
ら
、
確
か
に
紀
伊
に
畿
内
隼
人
が
居
住
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る


が
、
隼
人
と
相
撲
の
関
わ
り
を
示
す
史
料
は
、
天
武
・
持

統
紀
の
二
例
の
み
（
史
料
８
・

）
で
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
史
料
に
ま
っ
た
く
み

え
な
い
。
あ
ま
り
隼
人
と
相
撲
を
結
び
付
け
な
い
ほ
う
が
良
い
。
ま
た
隼
人
が
褌

を
着
け
て
い
た
り
入
墨
を
し
て
い
た
と
い
う
明
証
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
力
士
像

が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
隼
人
の
存
在
証
明
に
は
な
ら
な
い
。
次
に
阿
陀
の
鵜
飼

と
隼
人
の
関
わ
り
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
神
武
東
征
に
お
い
て
鵜
飼
の
祖
が
登

場
す
る
が


、
こ
れ
を
隼
人
に
結
び
つ
け
る
説
も
あ
る


。
し
か
し
、
そ
も
そ
も

隼
人
と
鵜
飼
の
関
わ
り
を
明
証
す
る
根
拠
は
な
く
、
ま
た
大
和
国
で
も
比
較
的
有

名
な
阿
陀
の
地
名
を
阿
多
隼
人
が
持
ち
込
ん
だ
な
ど
、
あ
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
伯
耆
国
日
野
郡

あ阿
た太

郷
に
隼
人
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
話
は
聞
い
た
こ
と

が
な
い
。
さ
ら
に
河
川
で
簗
を
用
い
て
漁
を
す
る
人
々
が
い
た
と
し
て
、
そ
れ
が

な
ぜ
隼
人
と
関
わ
り
が
あ
る
の
か
。
隼
人
と
簗
漁
の
関
わ
り
を
示
す
明
証
的
な
根

拠
は
な
い
。
延
喜
隼
人
司
式
に
竹
細
工
の
規
定
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
簗
な
ど

竹
製
品
を
作
れ
ば
隼
人
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
『
新
撰
姓
氏
録
』
を
み

て
も
、
阿
陀
の
項
目
に
は
、
当
地
に
ア
ダ
の
地
名
を
持
ち
込
ん
だ
は
ず
の
阿
多
隼

人
は
み
あ
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
角、
隼
人
は
み
え
る
。
こ
の
点
か
ら
お
そ
ら
く

は
、
も
と
も
と
ア
ダ
と
い
う
地
名
だ
っ
た
場
所
に
、
「
大
隅
隼
人
」
が
移
住
し
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
見
を
付
け
加
え
る
と
、
神
武
東
征
に
お
い
て
阿
陀
の
鵜
飼

の
祖
先
は
服
属
す
る
が
、
そ
も
そ
も
隼
人
は
東
征
以
前
に
「
日
向
」
に
お
い
て
服

属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
は
別
の
氏
族
だ
と
考
え
た
方
が
良
い
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
鵜
飼
と
隼
人
は
直
接
的
に
は
関
係
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ

る
。
次
に
綴
喜
郡
大
住
郷
の
横
穴
墓
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
正
倉
院
文
書
の
い

わ
ゆ
る
「
隼
人
計
帳
」
は
、
山
城
国
綴
喜
郡
大
住
郷
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た


。
山
城
国
綴
喜
郡
大
住
郷
は
現
在
の
京
都
府
南
部
、
京
田
辺
市
大
住
地
区

に
比
定
さ
れ
る
。
こ
の
地
に
「
大
隅
隼
人
」
が
移
配
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で

あ
ろ
う
。
上
村
俊
雄
氏
は
南
山
城
地
域
の
横
穴
墓
に
つ
い
て
、
南
九
州
の
地
下
式

横
穴
墓
お
よ
び
横
穴
墓
と
比
較
さ
れ
、
①
南
九
州
の
地
下
式
横
穴
墓
は
竪
坑
が
あ

り
床
面
は
水
平
で
羨
道
と
玄
室
の
区
分
が
明
瞭
で
あ
る
、
②
南
九
州
の
横
穴
墓
は

竪
坑
が
な
く
床
面
は
水
平
で
羨
道
と
玄
室
の
区
分
が
明
瞭
で
あ
る
、
③
南
山
城
の

横
穴
墓
は
竪
坑
の
確
認
例
が
な
く
床
面
は
斜
め
に
傾
い
て
お
り
羨
道
と
玄
室
の
区

分
が
不
明
瞭
で
あ
る
、
と
の
観
点
か
ら
、
南
九
州
の
地
下
式
横
穴
墓
／
横
穴
墓
と

南
山
城
の
横
穴
墓
は
系
譜
的
に
つ
な
が
ら
な
い
と
さ
れ
た


。
両
者
は
天
井
の
形

状
も
異
な
る
と
い
う
。
た
だ
し
上
村
氏
は
、
南
山
城
の
横
穴
墓
に
「
隼
人
」
が
関

わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
態
度
を
保
留
さ
れ
る
。
ま
た
白
石
太
一
郎
氏

は
、
地
下
式
横
穴
墓
に
つ
い
て
、
「
出
現
は
五
世
紀
前
半
に
さ
か
の
ぼ
り
、
下
限

は
七
世
紀
に
お
よ
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。･

･
･
･
･
･

地
下
式
横
穴
を
日
向
隼
人
の

墓
制
と
す
る
理
解
が
早
く
か
ら
あ
っ
た
が
、
南
九
州
の
住
民
を
隼
人
と
し
て
異
民

族
視
す
る
の
は
七
世
紀
後
半
の
天
武
朝
の
こ
ろ
か
ら
と
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
関

連
さ
せ
て
と
ら
え
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
京
都
南
部
な
ど
に
あ
る
地
表
面
か
ら

や
や
掘
り
さ
げ
た
と
こ
ろ
に
入
口
の
あ
る
横
穴
を
地
下
式
横
穴
と
み
る
こ
と
が
あ

る
が
、
南
九
州
の
も
の
と
直
接
関
係
す
る
か
ど
う
か
、
不
明
で
あ
る｣



と
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
で
前
稿
（
七
章
）
で
の
検
討
に
お
い
て
、
南
九
州
の
地
下
式
横
穴
墓
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は
「
隼
人
の
墓
制
」
と
い
え
そ
う
に
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
地
下
式
横
穴
墓
の

分
布
す
る
時
間
的
・
空
間
的
範
囲
と
、
隼
人
が
「
存
在
」
す
る
同
じ
範
囲
と
は
、

ご
く
一
部
し
か
重
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
地
下
式
横
穴
墓
に
関
わ
る

人
々
の
一
部
は
「
隼
人
」
と
さ
れ
た
人
々
と
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
地

下
式
横
穴
墓
に
関
わ
る
多
数
の
人
々
は
隼
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
畿

内
の
横
穴
墓
が
南
九
州
の
地
下
式
横
穴
墓
と
関
連
す
る
か
、
考
古
学
研
究
者
の
間

で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
仮
に
両
者
が
関
連
す
る
と
し
て
も
、
畿

内
に
移
住
し
た
南
九
州
の
人
々
お
よ
び
そ
の
子
孫
が
、
天
武
朝
に
隼
人
と
し
て
設

定
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
ま
た
、
天

武
朝
よ
り
前
に
「
隼
人
」
が
畿
内
に
移
住
し
て
い
た
と
の
論
拠
と
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
、
「
古
代
南
九
州
の
人
々
」
が
天
武
朝
よ
り
前
に
畿
内

へ
移
住
し
た
と
い
う
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
北
山
峰
生
氏
は
、

「
し
か
し
、
異
な
る
二
地
点
に
お
け
る
物
質
文
化
の
類
同
は
、
そ
の
両
地
域
間
に

文
化
交
流
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
強
制
移
住
を
と
も
な

う
実
効
支
配
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
意
味
し
な
い
。
律
令
体
制
下
の
記
述
が
ど
こ
ま

で
古
墳
時
代
の
実
態
を
反
映
す
る
か
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
り
、
考
古
資
料
に
よ
り

古
墳
時
代
に
お
け
る
畿
内
隼
人
の
存
在
を
肯
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る｣



と
さ

れ
る
。 

 

次
に
大
阪
府
八
尾
市
か
ら
出
土
し
た
成
川
式
土
器
に
つ
い
て
触
れ
る
。
一
〇
年

ほ
ど
前
、
八
尾
市
の
久
宝
寺
遺
跡
か
ら
成
川
式
土
器
が
出
土
し
た
。
こ
れ
は
古
墳

時
代
中
期
（
五
世
紀
中
ご
ろ
）
の
集
落
跡
か
ら
出
土
し
た
と
い
う


。
上
村
氏
は
久

宝
寺
遺
跡
出
土
成
川
式
土
器
の
壺
に
つ
い
て
、
胴
部
外
面
の
粘
土
帯
と
底
部
付
近

に
タ
タ
キ
調
整
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
タ
タ
キ
技
法
は
南
九
州
の
成
川
式
土

器
に
は
み
ら
れ
な
い
と
さ
れ
、
当
地
で
「
隼
人
」
が
製
作
し
た
可
能
性
を
指
摘
さ

れ
た


。
一
般
に
成
川
式
土
器
は
、
弥
生
時
代
終
わ
り
か
ら
古
墳
時
代
の
終
わ
り

に
至
る
ま
で
、
南
九
州
に
お
け
る
土
器
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
、
鹿
児
島

県
域
を
中
心
に
出
土
し
、
一
部
は
律
令
期
に
も
下
る
と
い
う


。
さ
て
久
宝
寺
遺

跡
は
、
畿
内
隼
人
居
住
地
だ
と
さ
れ
る
河
内
国
萱
振
保
か
ら
数
キ
ロ
し
か
離
れ
て

い
な
い
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、
古
墳
時
代
中
期
に
近
畿
地
方
と
南
九
州

の
間
に
、
ヒ
ト
や
モ
ノ
の
移
動
や
流
通
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
何
ら

か
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
南
九
州
か
ら
近
畿
地

方
へ
、
移
住
が
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
で
き
よ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

古
墳
時
代
か
ら
畿
内
に
「
隼
人
」
が
移
住
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仮
に
南
九
州
の
人
々
を
畿
内
近
辺
に
移
住
さ
せ
る
政
策

が
五
、
六
世
紀
か
ら
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
隼
人
」
で
は
な
く
、
「
五
、

六
世
紀
の
南
九
州
の
人
々
」
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
隼
人
と
は
あ
く

ま
で
、
い
わ
ゆ
る
「
律
令
国
家
」
の
時
代
の
概
念
な
の
で
あ
る
。
成
川
式
土
器
が

分
布
す
る
時
間
的
範
囲
と
、
隼
人
が
存
在
す
る
そ
れ
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
。
も
ち
ろ
ん
成
川
式
土
器
を
用
い
た
人
々
の
一
部
に
は
、
隼
人
と
呼
ば
れ
た

人
々
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
「
成
川
式
土
器
＝
隼
人
の
土
器
」
と
の
等
式
は
、

妥
当
で
は
な
い
も
の
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
章
に
登
場
す
る
「
隼
人
」

と
い
う
言
葉
を
、
「
古
代
南
九
州
の
人
々
」
あ
る
い
は
「
古
代
南
九
州
に
出
自
を

持
つ
近
畿
地
方
在
住
の
人
々
」
と
読
み
替
え
る
と
、
誰
も
が
納
得
で
き
る
議
論
と

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
近
畿
地
方
の
横
穴
墓
が
南
九
州
の
横
穴
墓
／
地
下
式
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横
穴
墓
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
久
宝
寺
遺
跡
出
土
の
成
川
式
土
器
は
、

南
九
州
か
ら
の
搬
入
品
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
当
地
で
製
作
さ
れ
た
も
の
な
の

か
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
古
墳
時
代
中
期
か
ら
律
令
期
に
か

け
て
の
南
九
州
と
近
畿
地
方
と
の
文
化
的
・
政
治
的
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
根

本
的
な
材
料
の
ひ
と
つ
と
な
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
考
古
学
研
究
者
に
よ
る
さ
ら

な
る
議
論
の
高
ま
り
を
期
待
し
た
い
。 

 

最
後
に
、
永
山
氏
の
分
析
に
よ
り
な
が
ら
、
隼
人
の
豪
族
で
あ
る
大
隅
氏
の
政

治
的
位
置
付
け
を
み
て
み
よ
う
。
八
世
紀
代
の
諸
史
料
に
大
隅
氏
は
「
隼
人
」
と

し
て
登
場
す
る
。 

 

史
料

『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
十 

神
護
景
雲
三
年
（
七
六
九
） 

称
徳
天
皇 

〈
十
一
月
〉
庚
寅
、
天
皇
臨
レ

軒
。
大
隅
・
薩
摩
隼
人
奏
二

俗
伎
一

。
外
従
五

位
下
薩
摩
公
鷹
白
・
加
志
公
嶋
麻
呂
並
授
二

外
従
五
位
上
一

。
正
六
位
上
甑

隼
人
麻
比
古
、
外
正
六
位
上
薩
摩
公
久
奈
都
・
曾
公
足
麿
・
─
─
─
─

─
─
─
─

大
住
直
倭
、
上

正
六
位
上
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

大
住
忌
寸
三
行
並
外
従
五
位
下
。
自
餘
隼
人
等
賜
レ

物
有
レ

差
。

〈
後
略
〉 

隼
人
の
豪
族
は
阿
多
君
、
薩
摩
君
、
曽
君
と
君
姓
が
主
流
で
あ
る
が
、
ひ
と
り
大

隅
氏
の
み
が
も
と
も
と
直
姓
で
あ
り
、
こ
れ
は
ヤ
マ
ト
政
権
と
の
関
係
が
近
か
っ

た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
一
般
に
君
姓
よ
り
直
姓
の
氏
族
が
、
王
権
へ
の
従
属
度

が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
天
武
朝
に
大
隅
直
氏
は
忌
寸
姓
を
授
与
さ
れ
る
が
、
同

時
に
賜
姓
さ
れ
た
諸
豪
族
は
す
べ
て
連
姓
で
畿
内
豪
族
か
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ

こ
で
の
大
隅
直
氏
も
畿
内
に
移
配
さ
れ
た
氏
族
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る


。 

 

史
料
９
再
掲
『
日
本
書
紀
』
巻
二
九 

天
武
天
皇
十
四
年
（
六
八
六
） 

六
月
乙
亥
朔
甲
午
、
大
倭
連
・
葛
城
連
・
凡
川
内
連
・
山
背
連
・
難
波
連
・

紀
酒
人
連
・
倭
漢
連
・
河
内
漢
連
・
秦
連
・
大
隅
直
・
書
連
并
十
一
氏
、

賜
レ

姓
曰
二

忌
寸
一

。 

畿
内
に
移
住
し
た
大
隅
直
氏
が
、
い
き
な
り
忌
寸
を
賜
姓
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く

く
、
大
隅
直
氏
は
天
武
朝
以
前
か
ら
畿
内
に
移
住
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の

と
思
わ
れ
る


。
さ
て
、
「
天
平
十
年
（
七
三
八
）
周
防
国
正
税
帳
」
に
、
「
大
隅

国
左
大
舎
人
无
位
大
隅
直
坂
麻
呂
」
な
る
人
物
が
み
え
る
。
こ
れ
は
公
務
に
よ
り

都
へ
往
復
す
る
途
中
の
大
隅
隼
人
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
史
料

記
事
に
、
「
大

住
直
倭
」
「
大
住
忌
寸
三
行
」
と
ふ
た
つ
の
大
隅
氏
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、

大
隅
国
に
残
っ
た
大
隅
氏
一
族
は
天
平
年
間
以
降
も
直
姓
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
武
一
四
年
の
賜
姓
の
段
階
で
大
隅
氏
は
大
隅
在
住
の

も
の
と
、
畿
内
に
移
配
さ
れ
た
も
の
と
の
二
系
統
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
大
隅
氏
の
み
が
直
姓
で
あ
る
こ
と
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
と
の
長
い
関
係
を

想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
君
姓
で
あ
る
他
の
隼
人
系
豪
族
と
は
区
別
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
天
武
朝
に
畿
内
系
諸
豪
族
と
と
も
に
忌
寸
を
賜
姓

さ
れ
た
大
隅
直
氏
で
あ
っ
て
も
「
隼
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

隼
人
と
い
う
「
民
族
」
が
そ
れ
ま
で
の
王
権
と
の
関
係
と
は
別
の
次
元
で
設
定
さ

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る


。 

 
畿
内
隼
人
と
は
、
天
武
朝
に
南
九
州
の
隼
人
と
と
も
に
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
後
に
隼
人
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
南
九
州
に
出
自
を
も
つ
人
々

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
、
い
つ

か
ら
畿
内
に
移
住
し
た
（
さ
せ
ら
れ
た
）
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
は
っ
き

り
し
た
時
期
や
そ
の
理
由
は
分
か
ら
ず
、
詳
細
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い


。
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な
お
、
九
世
紀
に
入
り
南
九
州
の
人
々
を
隼
人
だ
と
す
る
政
策
は
停
止
さ
れ
、
以

後
、
南
九
州
の
人
々
を
隼
人
と
呼
称
す
る
例
は
一
例
も
み
え
な
く
な
る
が
、
そ
の

後
も
畿
内
隼
人
だ
け
は
「
隼
人
」
と
し
て
王
権
儀
礼
に
参
加
し
続
け
る


。 

  

九
．『
書
紀
』
出
典
論
を
め
ぐ
る
近
年
の
動
向 

  

『
書
紀
』
の
文
章
表
現
の
典
拠
に
つ
い
て
、
か
つ
て
『
書
紀
』
述
作
者
は
多
数

の
漢
籍
を
自
在
に
使
い
こ
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
小
島
憲
之
氏


に
よ
り
類
書
の
利
用
が
想
定
さ
れ
る
に
い
た
り
、
こ
れ
が
鉄
案
と
さ
れ
て
い
る
。

『
書
紀
』
の
粉
本
と
な
っ
た
類
書
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
小
島
氏
に
よ
る
著
名
な

『
芸
文
類
聚
』
説
が
出
さ
れ
、
そ
の
反
論
と
し
て
勝
村
哲
也
・
神
野
志
隆
光
両
氏

に
よ
る
『
修
文
殿
御
覧
』
説
が
提
起
さ
れ
、
こ
れ
が
有
力
視
さ
れ
て
い
た
が
、
最

近
池
田
昌
広
氏
が
『
華
林
遍
略
』
説
を
唱
え
ら
れ
、
注
目
に
値
す
る


。 

 

類
書
は
一
般
に
書
承
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
、
以
前
の
類
書
の
項
目
立
て
や
文
章

が
、
次
の
類
書
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
北
宋
の
『
太
平
御
覧
』（
現
存
）
一
〇
〇
〇
巻
は
、
北
斉
の
『
修
文
殿
御
覧
』

（
散
佚
）
三
六
〇
巻
を
主
要
な
藍
本
と
し
、
こ
れ
を
三
倍
に
拡
大
し
た
も
の
で
あ

る
ら
し
く
、
『
修
文
殿
御
覧
』
の
項
目
立
て
や
文
章
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
飲
み
込
ん

で
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
修
文
殿
御
覧
』
は
、
梁
の
『
華
林
遍

略
』（
散
佚
）
七
二
〇
巻
を
半
分
に
圧
縮
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

際
し
て
、
長
文
の
記
事
が
短
文
に
改
め
ら
れ
た
り
、
削
ら
れ
た
文
章
も
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
初
唐
の
『
芸
文
類
聚
』（
現
存
）
一
〇
〇
巻
の
主
要

な
藍
本
も
、
『
華
林
遍
略
』
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
が
、
長
文
、
短
文
と
い
う
の
は
、
佚
文
や
文
献
考
証
か
ら
推
定
さ
れ

る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
書
に
収
録
さ
れ
た
文
章
の
長
短
に
関
す
る
特
徴
で
あ
る


。 

  
 
 
 

『
修
文
殿
御
覧
』（
北
斉
、
三
六
〇
巻
、
短
文
） 

 

『
華
林
遍
略
』（
梁
、
七
二
〇
巻
、
長
文
）
『
太
平
御
覧
』（
北
宋
、
一
〇
〇
〇
巻
、
短
文) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『
芸
文
類
聚
』（
初
唐
、
一
〇
〇
巻
、
短
文
） 

  

以
上
要
す
る
に
、
『
太
平
御
覧
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
梁
代
、
北

斉
代
ま
で
の
文
章
は
、
も
ち
ろ
ん
多
少
の
出
入
り
は
あ
ろ
う
が
、
『
華
林
遍
略
』

『
修
文
殿
御
覧
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す

と
、
『
修
文
殿
御
覧
』
は
『
華
林
遍
略
』
を
半
分
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
『
華

林
遍
略
』
で
は
長
文
だ
っ
た
も
の
が
短
文
に
改
め
ら
れ
た
り
、
削
ら
れ
た
文
章
も

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
太
平
御
覧
』
の
文
章
に
比
較
し
て

『
華
林
遍
略
』
は
よ
り
長
文
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
『
太
平
御
覧
』
に
は
存

在
し
な
く
と
も
、
『
華
林
遍
略
』
に
は
存
在
し
た
文
章
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る


。 

 

と
こ
ろ
で
、
ど
の
よ
う
な
漢
籍
が
古
代 

 ─
─
こ
こ
で
は
『
書
紀
』
編
纂
時 

 ─
─

に
お
い
て
日
本
列
島
へ
伝
来
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
木
簡
や
正
倉
院
文
書
な

ど
で
確
認
さ
れ
る
数
少
な
い
事
例
を
除
い
て
は
、
現
状
で
は
『
書
紀
』
等
の
文
飾

元
を
探
り
、
当
時
の
利
用
状
況
を
推
測
し
て
い
く
ほ
か
、
具
体
的
な
手
立
て
は
少

な
い
。
さ
て
、
池
田
氏
は
、
こ
れ
ま
で
『
書
紀
』
文
飾
の
粉
本
の
ひ
と
つ
と
考
え
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ら
れ
て
い
た
范
曄
『
後
漢
書
』（
以
下
、
范
書
）
に
つ
い
て
、
そ
の
直
接
的
利
用
に

疑
問
を
呈
し
、
こ
れ
ま
で
同
書
に
拠
る
と
さ
れ
て
い
た
『
書
紀
』
の
記
事
は
む
し

ろ
『
東
観
漢
記
』
、
そ
れ
も
類
書
所
引
の
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
、
仮
に
范
書
を
参

照
し
て
い
る
と
し
て
も
、
直
接
引
用
で
は
な
く
類
書
を
経
由
し
た
間
接
引
用
で
あ

ろ
う
と
の
新
説
を
出
さ
れ
た


。
後
漢
代
を
対
象
と
す
る
史
書
に
つ
い
て
は
、
范

書
を
は
じ
め
諸
家
『
後
漢
書
』
い
ず
れ
も
、
『
東
観
漢
記
』
を
参
照
し
て
成
っ
た

と
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
范
書
は
『
東
観
漢
記
』
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
。
『
書
紀
』
に
お
け
る
范
書
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
小

島
氏
が
范
書
と
『
書
紀
』
の
類
似
し
た
文
章
の
処
理
を
、
そ
れ
が
『
芸
文
類
聚
』

に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
文
章
で
あ
っ
た
た
め
、
范
書
か
ら
の
直
接
引
用
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る


。
し
か
し
『
書
紀
』
が
利
用
し
た
主
要
な
類
書

、
、
、
、
、

を
め
ぐ
っ
て
は
、
す
で
に
『
芸
文
類
聚
』
説
は
そ
の
ま
ま
で
は
成
り
立
ち
が
た
い

状
況
と
な
っ
て
お
り
、
『
芸
文
類
聚
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

范
書
か
ら
の
直
接
引
用
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
元
を
た
ど

れ
ば
『
修
文
殿
御
覧
』
さ
ら
に
『
華
林
遍
略
』
に
た
ど
り
つ
く
『
太
平
御
覧
』
に

は
、
『
東
観
漢
記
』
、
范
書
の
文
章
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
先
に
み
た
と
お
り
、

『
華
林
遍
略
』
か
ら
『
修
文
殿
御
覧
』
に
な
る
際
に
文
章
の
圧
縮
・
削
除
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
『
修
文
殿
御
覧
』
を
主
要
な
藍
本
と
す
る
『
太
平
御

覧
』
所
収
の
文
章
と
比
べ
、
『
華
林
遍
略
』
所
収
の
文
章
は
よ
り
長
文
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
『
太
平
御
覧
』
に
は
な
く
て
も
『
華
林
遍
略
』
に
は
存
在

し
た
文
章
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
こ
こ
で
の
議
論
に
あ
て

は
め
る
と
、
『
太
平
御
覧
』
所
収
『
東
観
漢
記
』
、
范
書
の
文
章
を
考
え
る
に
、
元

の
『
華
林
遍
略
』
に
お
い
て
は
よ
り
長
文
で
あ
っ
た
可
能
性
、
『
太
平
御
覧
』
に

は
な
く
て
も
『
華
林
遍
略
』
に
は
あ
っ
た
文
章
の
可
能
性
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
む
ろ
ん
池
田
氏
の
新
説
に
つ
い
て
は
慎

重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
『
書
紀
』
出
典
論
を
考
え
る
う
え
で
非
常

に
重
要
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
小
論
に
お
い
て
も
簡
単
な
が

ら
触
れ
て
お
き
た
い
。 

  

一
〇
．
天
武
朝
よ
り
前
の
隼
人
関
係
記
事
を
検
討
す
る 

  

さ
て
、
前
章
ま
で
の
整
理
を
も
と
に
、
い
よ
い
よ
小
論
の
主
題
で
あ
る
天
武
朝

よ
り
前
の
『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
に
対
し
て
、
具
体
的
な
検
討
を
加
え
た
い

と
思
う
。
な
お
、
隼
人
天
武
朝
初
見
説
に
対
し
て
は
、
そ
の
「
初
見
」
と
さ
れ
る

天
武
一
一
年
の
『
書
紀
』
記
事
（
史
料
８
）
を
め
ぐ
っ
て
、
も
し
こ
の
朝
貢
が

「
隼
人
が
朝
廷
に
服
属
し
た
こ
と
を
示
す
」
目
的
で
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
契
機
と
な
る
よ
う
な
征
討
行
動
な
り
使
者
派
遣
な
り
が
史
料
上
に
現
れ
る
は

ず
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
記
事
は
な
い
、
と
の
理
解
が
あ
る


。
し
か
し
、
そ

う
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
『
書
紀
』
の
テ
キ
ス
ト
世
界
に
お
い
て
は
、
す

で
に
「
日
向
神
話
」 

 ─
─
特
に
海
幸
山
幸
神
話 

 ─
─
に
お
い
て
隼
人
の
服
属
の
由

来
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
隼
人
は
「
日
向
神
話
」
で
服
属
を
誓
っ
た
は

ず
な
の
に
、
『
書
紀
』
の
叙
述
に
お
い
て
天
武
朝
で
再
度
服
属
を
促
さ
れ
た
ら
、

『
書
紀
』
の
テ
キ
ス
ト
世
界
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
例
え
ば
永
山
氏
は
、
白
村
江

敗
北
以
降
、
国
内
体
制
を
整
え
る
う
え
で
、
南
九
州
な
ど
の
未
服
属
集
団
に
対
し
、
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政
府
か
ら
朝
貢
を
促
す
等
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ

て
い
る


。
私
も
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
そ
の
通
り
だ
と
考
え
る
。
た
だ
し
そ
れ

は
『
書
紀
』
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。 

歴
〝

史
的
事

〟実 

と
『
書
紀
』
の
語
る 

古
〝

〟
代 

の
距
離
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
見
極
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い


。 

 

な
お
、
本
章
の
考
察
は
、
立
論
の
都
合
上
、
各
記
事
の
検
討
が
年
代
順
に
は
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ご
了
承
願
い
た
い
。 

■
史
料
４
記
事
の
検
討 

 

津
田
左
右
吉
氏
は
史
料
４
・
５
・
７
記
事
に
つ
い
て
、
「
シ
ナ
の
所
謂
正
史
に

於
い
て
外
夷
の
来
朝
を
記
す
場
合
の
筆
法
と
、
全
く
同
じ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

ハ
ヤ
ト
を
エ
ミ
シ
と
並
べ
て
書
い
て
あ
る
点
か
ら
見
て
も
、
事
実
の
記
録
で
あ
る

と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
」
と
指
摘
さ
れ
た


。
ま
た
、
坂
本
太
郎
氏
も
史
料
４
・
５
記

事
に
つ
い
て
、
「
北
の
蝦
夷
と
南
の
隼
人
と
が
同
時
に
内
附
し
た
と
い
う
こ
と
自

体
が
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
具
体
的
な
事
実
は
何
一
つ
記
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
編
者
が
中
国
風
の
夷
狄
朝
貢
思
想
か
ら
構
想
し
た
記

事
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
」
と
、
造
作
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

た


。 

 

さ
て
、
こ
の
史
料
４
記
事
に
つ
い
て
は
、
以
下
、
そ
の
前
後
の
記
事
と
と
も
に
、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
注
釈
に
基
づ
き
な
が
ら
み
て
み
た
い
。 

史
料

『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
五 

清
寧
天
皇 

Ａ
〔
清
寧
三
年(

四
八
二
）
〕
九
月
壬
子
朔
癸
丑
、

遣

二

臣
・
連
一

、

巡

二







省
風
俗
一

。 

Ｂ
冬
十
月
壬
午
朔
乙
酉
、

詔

、

犬

・

馬

・

器

翫
、

不

レ

得

二





献
上
一

。 

Ｃ
十
一
月
辛
亥
朔
戊
辰
、
宴
二

臣
・
連

於

大
庭
一

、

賜

二

綿
・

帛

一

。





皆
任
二





其
自


取

一

、









尽
力
而
出
。 

Ｄ
是
月
、
海
表
諸
蕃
、
並
遣
レ

使
進
調
。 

Ｅ
四
年
（
四
八
三
）
春
正
月
庚
戌
朔
丙
辰
、

宴

二

海
表
諸
蕃
使
者
於
朝
堂
一

、

賜

レ

物






各
有
レ

差

。 

Ｆ
夏
閏
五
月
、









大
酺
五
日
。 

Ｇ
秋
八
月
丁
未
朔
癸
丑
、
天
皇





親
録
二





囚
徒
一

。 

Ｈ
是
日
、
蝦
夷
・
隼
人
並





内
附
。 

Ｉ
九
月
丙
子
朔
、
天
皇

御

二





射
殿
一

、







詔
百
寮
及
海
表
使
者

射

。

賜

レ

物
各
有
レ

差
。

〈
後
略
〉 

ａ
『
隋
書
』
卷
一 

帝
紀
第
一 

高
祖
上 

開
皇
元
年
（
五
八
一
）
二
月
〈
中
略
〉
、
乙
丑
、
追
尊
皇
考
爲
武
元
皇
帝
、
廟

號
太
祖
、
皇
妣
爲
元
明
皇
后
。

遣

八
使









巡
省
風
俗
。〈
後
略
〉 

ｂ
『
隋
書
』
卷
一 

帝
紀
第
一 

高
祖
上 

〔
開
皇
元
年
〕
三
月
辛
巳
、
高
平
獲
赤
雀
、
太
原
獲
蒼
烏
、
長
安
獲
白
雀
、

各
一
。
宣
仁
門
槐
樹
連
理
、
衆
枝
内
附
。
壬
午
、
白
狼
國
獻
方
物
。
甲
申
、

太
白
晝
見
。
乙
酉
、
又
晝
見
。
以
上
柱
國
元
景
山
爲
安
州
總
管
。
丁
亥
、

詔








犬
馬
器
玩
口
味









不
得
獻
上
。〈
後
略
〉 

ｃ
『
隋
書
』
卷
一 

帝
紀
第
一 

高
祖
上 

〔
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
〕 

十
月
癸
酉
、
皇
太
子
勇
屯
兵
咸
陽
、
以
備
胡
。

庚
寅
、
上
疾
愈
、
享
百
僚

於

觀
德
殿
。

賜

錢

帛

、











皆
任
其
自
取
、









盡
力
而
出
。

辛
卯
、
以
營
新
都
副
監
賀
婁
子
幹
爲
工
部
尚
書
。 

ｄ 

※
特
に
指
摘
し
な
い
。 
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ｅ
『
隋
書
』
卷
一 

帝
紀
第
一 

高
祖
上 

〔
開
皇
四
年
（
五
八
四
）
〕
八
月
甲
午
、
遣
十
使
巡
省
天
下
。
戊
戌
、
衞
王
爽

來
朝
。
是
日
、
以
秦
王
俊
納
妃
、
宴
百
僚
、
頒
賜
各
有
差
。
壬
寅
、
上
柱
國
、

太
傅
、
鄧
國
公
竇
熾
薨
。
丁
未
、

宴

秦
王
官
屬
、











賜
物
各
有
差
。〈
後
略
〉 

ｆ
『
後
漢
書
』
本
紀
一 

顕
宗
孝
明
帝
紀
第
二 

〔
永
平
十
五
年
（
七
二
）
〕
夏
四
月
庚
子
、〈
中
略
〉
令
天
下









大
酺
五
日
、〈
後
略
〉 

ｇ
ｈ
『
隋
書
』
卷
一 

帝
紀
第
一 

高
祖
上 

〔
開
皇
四
年
〕
九
月
甲
子
、
幸
襄
國
公
主
第
。
乙
丑
、
幸
霸
水
、
觀
漕
渠
、

賜
督
役
者
帛
各
有
差
。
己
巳
、
上









親
録
囚
徒
。
庚
午
、
契
丹





内
附
。〈
後
略
〉 

ｉ
『
隋
書
』
卷
一 

帝
紀
第
一 

高
祖
上 

〔
開
皇
六
年
（
五
八
六
）
〕
九
月
辛
巳
、
上
素
服







御
射
殿
、









詔
百
僚
射
、

賜

梁

士
彦
三
家
資
物
。〈
後
略
〉 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
Ｈ
記
事
に
つ
い
て
特
に
言
及
し
な
い
が
、
同
記
事

が
ｇ
ｈ
に
掲
げ
た
『
隋
書
』
高
祖
紀
・
開
皇
四
年
九
月
条
に
拠
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
た
同
書
の
頭
注
は
、
「
清
寧
紀
三
年
九
月
・
十
月
・
十
一
月
条
、
四

年
正
月
・
五
月
・
八
月
・
九
月
条
は
『
隋
書
』
に
よ
る
潤
色
記
事
で
あ
る
。
記
す

べ
き
事
績
は
な
く
（
記
も
）
、
記
事
を
作
っ
た
と
み
ら
れ
る
」
と
指
摘
す
る
が
、

清
寧
三
年
九
月
か
ら
同
四
年
九
月
に
か
け
て
の
一
年
間
の
記
事
全
体
が
、
主
に

『
隋
書
』
高
祖
紀
を
元
に
し
た
造
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｈ
記
事
は
契
丹

の
内
附
記
事
を
露
骨
に
模
倣
し
た
も
の
で
あ
り
、
坂
本
氏
の
指
摘
さ
れ
る
が
ご
と

く
、
「
中
国
風
の
夷
狄
朝
貢
思
想
か
ら
構
想
し
た
記
事
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る

ま
い
」
。
契
丹
は
い
う
ま
で
も
な
く
塞
外
の
夷
狄
で
あ
る
。
さ
ら
に
雄
略
紀
・
雄

略
二
三
年
（
四
七
九
）
の
「
雄
略
遺
詔
」
が
『
隋
書
』
高
祖
紀
所
引
、
仁
寿
三
年

（
六
〇
三
）
・
同
四
年
（
六
〇
四
）
の
「
高
祖
遺
詔
」
関
係
記
事
に
拠
っ
て
い
る
こ

と


、
『
書
紀
』
編
纂
時
に
あ
た
る
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
二
月
の
「
平
城
遷
都

詔
」
は
、
『
隋
書
』
高
祖
紀
所
引
、
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
の
「
新
都
造
営
詔
」
の

模
倣
で
あ
る
こ
と


を
鑑
み
る
と
、
『
隋
書
』
高
祖
紀
が
『
書
紀
』
の
文
飾
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
ろ
う
。
仮
に
参
照
元
が
『
隋
書
』
で
は

な
く
、
『
隋
書
』
の
原
資
料
で
あ
る
某
史
書


で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
小
論
の
結

論
は
か
わ
る
ま
い


。
雄
略
遺
詔
は
四
七
九
年
に
発
布
さ
れ
た
詔
勅
だ
と
さ
れ
る

が
、
隋
・
高
祖
が
遺
詔
を
残
し
て
亡
く
な
っ
た
の
は
六
〇
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。

四
七
九
年
に
、
六
〇
四
年
に
発
布
さ
れ
る
詔
勅
を
模
倣
す
る
な
ど
あ
り
え
な
い
。

Ａ
～
Ｉ
の
各
記
事
も
ま
た
、
そ
れ
ら
記
事
が
指
し
示
す
年
代
よ
り
一
〇
〇
年
ほ
ど

後
の
、
隋
・
開
皇
年
間
の
記
事
を
主
に
模
倣
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
き
わ
め
て
疑

わ
し
い
記
事
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
七
〇
八
年
の
平
城
遷
都
詔
は
五
八

二
年
の
新
都
造
営
詔
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は

『
書
紀
』
編
纂
時
に
述
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
か
理
解
で
き
な
い
記
事
で
あ

る
。
大
日
方
克
己
氏
は
Ｉ
射
礼
記
事
に
つ
い
て
、
「
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
史
実
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
た
う
え
で
、
Ｄ
海
表
諸
蕃
の
進
調
記
事
、
Ｅ
正
月

丙
辰
（
こ
こ
で
は
七
日
）
の
宴
記
事
、
Ｈ
蝦
夷
と
隼
人
の
服
属
記
事
に
言
及
し
、

諸
蕃
の
朝
貢
、
正
月
七
日
節
の
賜
宴
、
射
礼
は
礼
的
秩
序
の
中
で
一
連
の
構
造
を

な
し
て
お
り
、
律
令
国
家
の
諸
蕃
お
よ
び
射
礼
の
観
念
を
反
映
し
た
も
の
で
、
清

寧
に
仮
託
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る


。
清
寧
三
年
か
ら
四
年

の
記
事
が
中
国
史
書
を
直
接
的
に
模
倣
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
清
寧
紀
に
中
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国
史
書
的
な
体
裁
を
、
あ
る
い
は
清
寧
に
中
国
皇
帝
的
な
色
彩
を
加
え
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
一
連
の
流
れ
の
中
で
、
隼
人
が
登
場
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
中
華
思
想
に
基
づ
い
た
「
夷
狄
」
が
、
「
中
華
の
皇

帝
」
た
る
「
日
本
」
国
「
天
皇
」
に
「
朝
貢
」
し
て
き
た
記
事
と
読
む
べ
き
で
あ

っ
て
、
極
言
す
れ
ば
、
六
世
紀
の
南
九
州
人
が
「
ヤ
マ
ト
政
権
」
の
「
大
王
」
に

付
き
従
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
両
者
に
は
質
的
な
差
異
が
認

め
ら
れ
よ
う


。
こ
れ
は
天
皇
制
が
開
始
さ
れ
、
輸
入
さ
れ
た
中
華
思
想
を
現
実

の
政
治
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
、
列
島
の
辺
境
地
域
に
夷
狄
が
設

定
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
し
か
書
か

れ
え
な
か
っ
た
記
事
で
あ
る


。
な
お
Ｄ
に
つ
い
て
は
、
特
に
典
拠
を
必
要
と
し

な
い
定
型
的
表
現
の
記
事
で
あ
り
、
述
作
者
が
前
後
の
調
子
に
合
わ
せ
て
作
文
し

た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

た
だ
し
、
二
点
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
ｆ
で
范
書
の

利
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
蝦
夷
と
隼
人
が
同
時
に

登
場
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
ひ
と
つ
目
に
つ
い
て
。 

史
料

『
太
平
御
覽
』
巻
第
八
百
二
十 

布
帛
部
七 

布 

范
曄
後
漢
書
曰
〈
中
略
〉 

又
曰
元
和
二
年
（
章
帝
・
八
五
）
詔
令
天
下









大
酺
五
日
賜
公
卿
以
下
銭
帛
各

有
差
及
洛
陽
民
當
酺
者
布
戸
一
疋
外
三
戸
共
一
疋
賜
博
士
弟
子
見
在
太
學
者

布
人
三
疋 

い
ま
だ
悉
皆
調
査
を
な
し
え
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
調
査
漏
れ
も
あ
ろ
う
が
、

『
太
平
御
覧
』
に
Ｆ
／
ｆ
と
類
似
し
た
記
事
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お

池
田
氏
は
、
『
書
紀
』
編
纂
者
が
そ
の
粉
本
と
な
っ
た
類
書
（
氏
に
よ
る
と
『
華
林

遍
略
』
）
の
布
帛
部
を
利
用
し
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る


。
以
上
の
理
由
に

よ
り
、
Ｆ
の
参
照
元
に
つ
い
て
は
、
史
料

『
太
平
御
覧
』
記
事
の
藍
本
た
る
某

類
書
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
史
料
４
／
Ｈ
記
事
の
史

料
批
判
と
い
う
小
論
の
課
題
に
お
い
て
は
、
Ｆ
の
参
照
元
が
范
書
か
類
書
か
と
い

う
こ
と
は
、
決
定
的
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

も
う
一
つ
に
つ
い
て
は
、
津
田
・
坂
本
両
氏
は
、
蝦
夷
・
隼
人
が
並
記
さ
れ
て

い
る
か
ら
信
憑
性
に
乏
し
い
、
と
指
摘
さ
れ
た
が
、
実
は
次
の
記
事
が
あ
る
。 

史
料

『
続
日
本
紀
』
巻
第
五 

和
銅
三
年
（
七
一
〇
） 

元
明
天
皇 

三
年
春
正
月
壬
子
朔
、
天
皇
御
二

大
極
殿
一

受
レ

朝
。
隼
人
・
蝦
夷
等
、
亦
在

レ

列
。
左
将
軍
正
五
位
上
大
伴
宿
禰
旅
人
・
副
将
軍
従
五
位
下
穂
積
朝
臣
老
、

右
将
軍
正
五
位
下
佐
伯
宿
禰
石
湯
・
副
将
軍
従
五
位
下
小
野
朝
臣
馬
養
等
、

於
二

皇
城
門
外
朱
雀
路
東
西
一

分
頭
、
陳
二

‐
列
騎
兵
一

、
引
二

隼
人
・
蝦
夷

等
一

而
進
。 

も
ち
ろ
ん
史
料
４
・
５
・
７
記
事
は
造
作
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
『
続
紀
』
記

事
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
『
記
・
紀
』
編
纂
時
に
お
い
て
は
蝦
夷
と
隼
人
が
並
記

さ
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
で
あ
る


。
つ
ま
り
、

蝦
夷
も
隼
人
も
「
中
国
風
の
夷
狄
朝
貢
思
想
」
に
基
づ
い
た
造
作
が
な
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
付
け
加
え
た
点
を
除
く
と
、
津
田
・
坂
本
両
氏
の
指
摘
は
ま

っ
た
く
妥
当
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

■
史
料
５
記
事
の
検
討 

 

こ
の
記
事
に
つ
い
て
小
林
敏
男
氏
は
、
先
の
津
田
氏
の
指
摘
通
り
で
あ
り
、
ま
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た
、
史
料
５
・
７
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
後
に
朝
鮮
諸
国
の
遣
使
、
調
進
、

百
済
人
の
帰
化
な
ど
の
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
外
夷
の
み
な

ら
ず
内
夷
の
帰
服
が
相
乗
的
に
王
化
思
想
を
強
調
し
て
い
る
、
と
指
摘
さ
れ
た


。

ま
た
前
述
の
坂
本
氏
の
指
摘
も
あ
る
。
な
お
、
私
が
こ
の
記
事
に
類
似
し
た
文
章

を
探
し
て
み
る
と
、
時
代
は
下
る
が
『
冊
府
元
亀
』
と
『
旧
唐
書
』
に
類
似
の
記

事
が
あ
っ
た
。 

史
料

Ａ
『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
九 

欽
明
天
皇
元
年
（
五
四
〇
） 

三
月
、
蝦
夷
・
隼
人
、
並

率

レ







衆
帰
附
。 

Ｂ
『
册
府
元
龜
』
巻
之
一
百
七
十 

帝
王
部 

來
遠 

〔
太
宗
貞
觀
〕
二
十
二
年
（
六
四
八
）
西
蕃
沙
鉢
羅
葉
護









率
衆
歸
附
以
其
侯

斤
屈
裴
祿
爲
忠
武
將
軍 

Ｃ
『
册
府
元
龜
』
巻
之
九
百
七
十
七 

外
臣
部 

降
附 

〔
太
宗
貞
觀
〕
二
十
二
年
二
月
西
蕃
沙
鉢
羅
葉
護









率
衆
歸
附
〈
後
略
〉 

Ｄ
『
舊
唐
書
』
卷
三 

本
紀
第
三 

太
宗
下 

〔
貞
觀
二
十
二
年
〕
二
月
〈
中
略
〉
癸
丑
、
西
番、
沙
鉢
羅
葉
護









率
衆
歸
附
、

以
其
俟
斤
屈
裴
祿
爲
忠
武
將
軍
、
兼
大
俟
斤
。 

Ａ
は
蝦
夷
・
隼
人
（
の
首
長
）
が
衆
を
率
い
て
帰
服
し
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
は
「
西
蕃
」
で
あ
る
沙
鉢
羅
葉
護
が
衆
を
率
い
て
帰
服
し
て
き

た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
沙
鉢
羅
葉
護
と
は
突
厥
の
一
部
族
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る

よ
う
だ
が
、「
西
蕃
」
、
す
な
わ
ち
西
方
の
夷
狄
だ
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

さ
て
、
『
冊
府
元
亀
』
唐
代
の
記
事
は
唐
の
実
録
に
基
づ
く
部
分
も
あ
る
と
い

う
が
、
私
は
別
稿
に
て
、
『
書
紀
』
編
纂
時
に
は
初
唐
の
実
録
が
伝
来
し
て
お
り
、

『
書
紀
』
の
文
飾
に
は
初
唐
の
実
録
も
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
論
じ

た


が
、
こ
の
記
事
は
「
唐
太
宗
実
録
」
に
拠
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
記

事
も
ま
た
、
『
書
紀
』
が
指
し
示
す
年
代
よ
り
一
〇
〇
年
ほ
ど
後
の
中
国
史
書
中

の
記
事
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
り
、
疑
わ
し
い
。
仮
に
私
が
そ
の
可
能
性
を
指
摘

し
た
「
唐
太
宗
実
録
」
に
拠
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
「
中

国
風
の
夷
狄
朝
貢
思
想
」
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
う
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
記
事
も
ま
た
史
料
４
記
事
に
お
い
て
検
討
し
た
こ
と
と
同
様
の
こ

と
が
い
え
る
の
で
あ
り
、
各
氏
の
指
摘
通
り
造
作
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

■
史
料
７
記
事
の
検
討 

 

津
田
氏
は
先
に
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
「
シ
ナ
の
所
謂
正
史
に
於
い
て
外
夷
の

来
朝
を
記
す
場
合
の
筆
法
と
、
全
く
同
じ
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

「
同
じ
年
に
来
朝
し
た
エ
ミ
シ
の
こ
と
が
月
日
を
明
か
に
し
て
詳
し
く
書
い
て
あ

る
の
に
、
其
の
外
に
別
に
斯
う
い
ふ
曖
昧
な
記
事
が
、
単
に
其
の
年
の
こ
と
と
し

て
、
見
え
て
ゐ
る
の
は
、
益
々
其
の
史
料
と
し
て
の
価
値
を
疑
は
せ
る
所
以
で
あ

る
。･

･
･

だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
且
ら
く
論
外
と
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
指
摘
さ
れ
た


。
ま
た
坂
本
氏
も
、
「
こ
の
元
年
の
条
（
原
口
注

史
料
７
記
事
の

こ
と
）
は
、
七
月
に
か
け
て
具
体
的
な
蝦
夷
入
朝
の
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
と
の
関
係
か
ら
い
っ
て
も
、
明
ら
か
に
こ
れ
は
重
複
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、

同
紀
内
の
重
複
を
も
考
え
ず
、
ご
く
一
方
的
な
理
由
に
引
か
れ
て
（
こ
の
場
合
は

そ
の
前
の
高
麗
百
済
新
羅
並
遣
使
進
調
と
い
う
記
事
に
引
か
れ
た
ら
し
い
）
、
編
者
は
こ

う
し
た
夷
狄
朝
貢
型
の
記
事
を
諸
所
に
配
置
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
も
弁
解
の

途
は
あ
る
ま
い
」
と
、
す
な
わ
ち
造
作
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た


。
ま
た
、
前
述
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の
小
林
氏
の
指
摘
も
同
じ
主
旨
の
も
の
で
あ
る
。 

 
さ
て
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
す
で
に
出
典
の
指
摘
が
あ
る


。 

史
料

Ａ
『
日
本
書
紀
』
巻
二
六 

斉
明
天
皇
元
年
（
六
五
五
） 






是
歳
、
高
麗
・
百
済
・
新
羅
、
並
遣
レ

使
進
調
。〈
百
済
大
使
西
部
達
率
余
宜
受
、

副
使
東
部
恩
率
調
信
仁
、
凡
一
百
餘
人
。
〉
蝦
夷
・
隼
人

率

レ







衆
内
属
、

詣

レ





闕
朝

献
。
新
羅
別
以
二

及
飡
弥
武
一

為
レ

質
、
以
二

十
二
人
一

為
二

才
伎
者
一

。
弥
武

遇
疾
而
死
。
是
年
也
、
太
歳
乙
卯
。 

Ｂ
『
後
漢
書
』
本
紀
一 

光
武
帝
紀
第
一
下 

〔
建
武
二
十
五
年
（
四
九
）
〕





是
歳
、
烏
桓
大
人









率
衆
内
屬
、







詣
闕
朝
貢
。 

Ａ
は
Ｂ
范
書
の
烏
桓
朝
貢
記
事
と
比
較
し
て
、
「
是
歳
」
と
い
う
表
記
ま
で
一
致

す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
烏
桓
は
夷
狄
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
池
田
氏
の
指
摘

が
あ
る
た
め
、
他
の
類
似
記
事
も
示
し
て
お
こ
う
。 

史
料

Ａ
『
後
漢
書
』
列
伝
八 

烏
桓
鮮
卑
列
伝
第
八
十 

〈
前
略
〉
〔
建
武
〕
二
十
五
年
、
遼
西
烏
桓
大
人
郝
旦
等
九
百
二
十
二
人

率


衆

向
化
、







詣
闕
朝
貢
、
獻
奴
婢
牛
馬
及
弓
虎
豹
貂
皮
。 

Ｂ
『
藝
文
類
聚
』
卷
第
九
十
五 

獸
部
下 

貂 

東
觀
漢
記
曰
。
建
武
二
十
五
年
。
烏
桓
獻
貂
豹
皮
。







詣
闕
朝
賀
。 

Ｃ
『
太
平
御
覽
』
巻
第
九
百
一
十
二 

獣
部
二
十
四 

貂 

東
觀
漢
記
曰
建
武
二
十
五
年
烏
桓







詣
闕
朝
賀
獻
貂
皮 

『
東
観
漢
記
』
の
記
事
に
つ
い
て
は
他
の
佚
文
も
調
べ
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
池
田
氏
の
指
摘
通
り
范
書
の
直
接
利
用
は
な
く
、
『
書
紀
』
に
お
け
る
『
東

観
漢
記
』
お
よ
び
范
書
の
利
用
は
類
書
経
由
の
間
接
引
用
で
あ
る
と
し
て
も
、
例

外
的
な
事
例
を
除
い
て
、
原
則
と
し
て
史
料

Ｂ
記
事
と
同
等
か
、
あ
る
い
は
そ

れ
以
上
に
史
料
７
／

Ａ
記
事
に
近
い
文
章
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
池
田
説
は
、
小
論
に
と
っ
て
立
論
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ

る
。
よ
っ
て
こ
の
記
事
も
ま
た
、
史
料
４
・
５
記
事
と
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
、

各
氏
の
い
わ
れ
る
と
お
り
、
「
中
国
風
の
夷
狄
朝
貢
思
想
」
に
基
づ
く
造
作
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
と
お
り
史
料
４
・
５
・
７
記
事
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
「
中
国
風
の
夷
狄
朝
貢
思
想
」
に
よ
っ
て
蝦
夷
と
隼
人
が
叙
述
さ
れ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
『
書
紀
』
編
纂
時
に
お
い
て
、
隼
人
は
少
な
く
と
も
観
念
上

は
「
夷
狄
」
だ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
を
指
摘

し
て
お
き
た
い


。 

■
史
料
３
記
事
の
検
討 

 

泉
谷
康
夫
氏
は
、
史
料
１
・
２
・
３
・
６
の
各
記
事
に
つ
い
て
、
例
え
ば
海
幸

山
幸
神
話
の
「

こ
こ是

を
も以

ち
て

ほ
の
す
せ
り
の
み
こ
と

火

 

酢

 

芹

 

命
の

の苗
ち裔
も
ろ
も
ろ

、
諸
の

は
や隼
ひ
と人
ら等

、
今
に

い
た至

る
ま

す
め
ら
み
こ
と

で
天 

皇
の

み 

か 

き

宮
墻
の

も
と傍

を
離
れ
ず
、

ほ吠
ゆ
る

い
ぬ狗

に
か
は代

り
て

つ
か事

へ
ま
つ奉

れ
る

も
の者

な
り｣



と
い
っ
た
記
載
を
裏
付
け
る
た
め
に
造
作
さ
れ
た
物
語
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、

信
憑
性
に
欠
け
る
記
事
で
あ
る
、
と
さ
れ
た


。
小
林
氏
は
、
こ
の
話
は
あ
ま
り

に
伝
奇
的
す
ぎ
、
隼
人
の
天
皇
へ
の
忠
誠
心
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
点
に
も
、
か

え
っ
て
後
代
の
潤
色
を
感
じ
さ
せ
る
、
と
さ
れ
た


。
私
に
も
ま
た
、
こ
の
話
は

あ
ま
り
に
中
国
的
貞
節
観
が
過
ぎ
、
外
来
の
説
話
集
か
何
か
を
み
て
書
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
た
の
で
調
べ
て
み
た
い
。 

史
料

Ａ
『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
五 

清
寧
天
皇
元
年
（
四
八
〇
） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
（
二
） 

一
二 
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冬
十
月
癸
巳
朔
辛
丑
、
葬
二

大
泊
瀬
天
皇
于
丹
比
高
鷲
原
陵
一

。
于
レ

時
隼
人

昼
夜
哀
二

号
陵
側
一

、
与
レ

食
不
レ

喫
、
七
日
而
死
。
有
司
造
二

墓
陵
北
一

、
以

レ

礼
葬
之
。
是
年
也
、
太
歳
庚
申
。 

Ｂ
『
淮
南
子
』
卷
十
九 

脩
務
訓 

〈
前
略
〉
呉
與
レ

楚
戰
。
莫
囂
大
心
、
撫
二

其
御
之
手
一

曰
、
今
日
距
二

彊
敵
一

、

犯
二

白
刃
一

蒙
二

矢
石
一

、
戰
而
身
死
、
卒
勝
民
全
、
我
社
稷
可
二

以
庶
幾
一

乎
。

遂
入
不
レ

返
、
決
レ

腹
斷
レ

頭
、
不
二

旋
レ

踵
運
一レ

軌
而
死
。 

申
包
胥
曰
、
吾
竭
二

筋
力
一

以
赴
二

嚴
敵
一

、
伏
尸
流
血
不
レ

過
二

一
卒
之
才
一

。

不
レ

如
三

約
レ

身
卑
レ

辭
、
求
二

救
於
諸
侯
一

。
於
レ

是
乃
贏
レ

糧
跣
走
、
跋
渉
谷

行
。
上
二

峭
山
一

赴
二

深
谿
一

、
游
二

川
水
一

犯
二

津
關
一

、
躐
二

蒙
籠
一 

二

沙
石

一

、
蹠
達
膝
暴
、
曾
レ

繭
重
レ

胝
、
七
日
七
夜
至
二

於
秦
庭
一

。
─
─
─
─

─
─
─
─

鶴
跱
而
不
レ

──食
、

─
─
─
─

─
─
─
─

晝
吟
宵
哭
、
面
若
二

死
灰
一

顔
色
黴
黑
、
涕
液
交
集
。
以
見
二

秦
王
一

曰
、
呉

爲
二

封
豨
脩
蛇
一

、
蠶
二

‐
食
上
國
一

、
虐
始
二

於
楚
一

。
寡
君
失
二

社
稷
一

、
越

在
二

草
茅
一

。
百
姓
離
散
、
夫
婦
男
女
不
レ

遑
二 

處
一

、
使
二

下
臣
告
一レ

急
。

秦
王
乃
發
二

車
千
乘
歩
卒
七
萬
一

、
屬
二

之
子
虎
一

、
踰
レ

塞
而
東
、
擊
二

呉
濁

水
之
上
一

、
果
大
破
レ

之
以
存
二

楚
國
一

。
烈
藏
二

廟
堂
一

著
二

於
憲
法
一

。
此
功

之
可
二

彊
成
一

者
也
。〈
後
略
〉 

Ｃ
『
春
秋
左
氏
伝
』
定
公
四
年 

〈
前
略
〉
立
依
二

於
庭
牆
一

而
──哭

、
─
─
─

─
─
─

日
夜
不
レ

──絶
レ

──聲
、
─
─
─

─
─
─

勺
飮
不
レ

──入
レ

─
─
─

─
─
─

口
七
日
。

秦
哀
公
爲
レ

之
賦
二

無
衣
一

。
九
頓
首
而
坐
。
秦
師
乃
出
。 

Ｄ
『
後
漢
書
』
列
伝
三 

張
法
滕
馮
度
楊
列
伝
第
二
十
八 

楊
琁
字
機
平
、
會
稽
烏
傷
人
也
、
高
祖
父
茂
、
本
河
東
人
、
從
光
武
征
伐
、

爲
威
寇
將
軍
、
封
烏
傷
新
陽
郷
侯
、
建
武
中
、
就
國
、
傳
封
三
世
、
有
罪
國

除
、
因
而
家
焉
、
父
扶
、
交
阯
刺
史
、
有
理
能
名
、
兄
喬
、
爲
尚
書
、
容
儀

偉
麗
、
數
上
言
政
事
、
桓
帝
愛
其
才
貌
、
詔
妻
以
公
主
、
喬
固
辭
不
聽
、
遂

─
─
─
─

─
─
─
─

閉
口
不
食
、
─
─
─
─

─
─
─
─

七
日
而
死
。 

Ｅ
『
太
平
御
覽
』
巻
第
一
百
五
十
二 

皇
親
部
十
八 

公
主 

謝
承
後
漢
書
曰
楊
喬
爲
尚
書
容
儀
偉
麗
數
上
書
言
政
事
桓
帝
愛
其
才
貌
詔

妻
以
公
主
喬
固
譲、
不
聽
遂
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

閉
口
不
食
七
日
而
死 

Ｆ
『
太
平
御
覽
』
巻
第
二
百
一
十
二 

職
官
部
十 

總
叙
尚
書 

後
漢
書
曰
楊
喬
爲
尚
書
容
儀
偉
麗
數
上
言
政
事
桓
帝
愛
其
才
貌
詔
妻
以
公

主
喬
固
辭
不
聽
遂
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

閉
口
不
食
七
日
而
死 

Ｇ
『
太
平
御
覽
』
巻
第
三
百
七
十
九 

人
事
部
二
十 

美
丈
夫
上 

謝
承
後
漢
書
曰
楊
喬
爲
尚
書
容
儀
偉
麗
數
上
言
政
事
桓
帝
愛
其
才
貌
詔
妻

以
公
主
喬
固
辭
不
聽
還、
─
─
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─
─
─

閉
口
不
食
七
日
而
死 

Ｈ
『
宋
書
』
卷
九
十
一 

列
傳
第
五
十
一 

孝
義 

劉
瑜
、
歴
陽
人
也
。
七
歳
喪
父
、
事
母
至
孝
。
年
五
十
二
、
又
喪
母
、
三
年

不
進
鹽
酪
、
─
─
─
─

─
─
─
─

號
泣
晝
夜
不
絶
聲
。
勤
身
運
力
、
以
營
葬
事
。
服
除
後
、
二
十

餘
年
布
衣
蔬
食
、
言
輒
流
涕
。
常
居
─
─
─
─

墓
側
、
未
嘗
暫
違
。
太
祖
元
嘉
（
四
二

四
～
四
五
三
）
初
卒
。 

Ｉ
『
宋
書
』
卷
一
百 

列
傳
第
六
十 

自
序 

林
子
字
敬
士
、
田
子
弟
也
。
少
有
大
度
、
年
數
歳
、
隨
王
父
在
京
口
、
王
恭

見
而
奇
之
、
曰
「
此
兒
王
子
師
之
流
也
。
」
與
衆
人
共
見
遺
寶
、
咸
爭
趨
之
、

林
子
直
去
不
顧
。
年
十
三
、
遇
家
禍
、
時
雖
逃
竄
、
而
─
─
─
─

─
─
─
─

哀
號
晝
夜
不
絶
聲
。
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〈
後
略
〉 

Ｊ
『
北
史
』
卷
五
十
二 

列
傳
第
四
十 

齊
宗
室
諸
王
下
100 

樂
陵
王
百
年
、
孝
昭
第
二
子
也
。
孝
昭
初
即
位
、
在
晉
陽
、
羣
臣
請
建
中
宮

及
太
子
、
帝
謙
未
許
。
都
下
百
僚
又
請
、
乃
稱
太
后
令
、
立
爲
皇
太
子
。
帝

臨
崩
、
遺
詔
傳
位
於
武
成
、
并
有
手
書
。
其
末
曰
「
百
年
無
罪
、
汝
可
以
樂

處
置
之
、
勿
學
前
人
。」
大
寧
中
、
封
樂
陵
王
。 

河
清
三
年
五
月
、
白
虹
圍
日
再
重
、
又
橫
貫
而
不
達
。
赤
星
見
、
帝
以
盆
水

承
星
影
而
蓋
之
、
一
夜
盆
自
破
。
欲
以
百
年
厭
之
。
會
博
陵
人
賈
德
胄
教
百

年
書
、
百
年
嘗
作
數
敕
字
、
德
胄
封
以
奏
。
帝
又
發
怒
、
使
召
百
年
。
百
年

被
召
、
自
知
不
免
、
割
帶
玦
、
留
與
妃
斛
律
氏
。
見
帝
於
玄
都
苑
涼
風
堂
、

使
百
年
書
敕
字
、
驗
與
德
胄
所
奏
相
似
。
遣
左
右
亂
捶
擊
之
、
又
令
人
曳
百

年
繞
堂
且
走
且
打
、
所
過
處
、
血
皆
遍
地
。
氣
息
將
盡
、
曰
「
乞
命
、
願
與

阿
叔
作
奴
。」
遂
斬
之
、
棄
諸
池
、
池
水
盡
赤
、
於
後
園
親
看
埋
之
。 

妃
把
玦
─
─
─
─

哀
號
、
─
─
─

─
─
─

不
肯
食
、
─
─
─
─

─
─
─
─

月
餘
亦
死
。
玦
猶
在
手
、
拳
不
可
開
、
時
年
十
四
、

其
父
光
自
擘
之
、
乃
開
。 

後
主
時
、
改
九
院
爲
二
十
七
院
、
掘
得
小
屍
、
緋
袍
金
帶
、
一
髻
一
解
、
一

足
有
靴
。
諸
内
參
竊
言
、
百
年
太
子
也
。
或
以
爲
太
原
王
紹
德
。 

詔
以
襄
城
王
子
白
澤
襲
爵
樂
陵
王
。
齊
亡
入
關
、
徙
蜀
死
。 

Ｋ
『
藝
文
類
聚
』
卷
第
九
十 

鳥
部
上 

鳥 

〈
前
略
〉
會
稽
典
録
曰
。
夏
方
。
字
文
正
。
家
遭
疫
癘
。
父
母
伯
叔
一
時
死
。

凡
十
三
喪
。
方
年
十
四
。
晝
則
負
土
。
─
─
─
─

─
─
─
─

哀
號
墓
側
。
扶
棺
哭
泣
。
比
葬
。
年

十
七
。
烏
鳥
集
聚
。
猛
獸
乳
其
側
。 

Ｌ
『
初
學
記
』
巻
第
十
七 

人
事
部
上 

孝
第
四 

事
對 

〈
師
覺
授
孝
子
傳
曰
。
趙
狥
幼
有
孝
性
。
年
五
六
歳
。
時
得
甘
美
之
物
。
未
嘗
敢
獨

食
。
必
先
以
哺
父
。
出
輙
待
還
而
後
食
。
過
時
不
還
則
倚
門
啼
以
俟
父
。
至
數
年
父

没
。
狥
思
慕
羸
悴
。
不
異
成
人
。
哭
泣
─
─
─
─

哀
號
。
─
─
─
─

─
─
─
─

居
於
塚
側
。
郷
族
嗟
稱
。
名
聞
流
著
。

漢
安
帝
時
。
官
至
侍
中
。
〉 

Ｍ
『
太
平
御
覽
』
巻
第
四
百
一
十
四 

人
事
部 

孝
下 

師
覺
授
孝
子
傳
曰
趙
狗
幼
有
孝
性
年
五
六
歳
時
得
甘
美
之
物
未
常
敢
獨
食

必
先
以
哺
父
出
輙
待
還
而
後
食
過
時
不
還
則
倚
門
啼
以
候
父
至
數
年
父
没
狗

思
慕
羸
悴
不
異
成
人
哭
泣
─
─
─
─
─
─

─
─
─
─
─
─

哀
號
居
於
塚
側
郷
族
嗟
稱
名
聞
流
著
漢
安
帝
時
官

至
侍
中 

Ｎ
『
太
平
御
覽
』
巻
第
九
百
一
十
四 

羽
族
部 

鳥 

會
稽
典
録
曰
夏
方
字
文
昌
家
遭
癘
父
母
伯
叔
一
時
死
九
十
三
喪
方
年
十
四
。

晝
則
負
土 

 

・
・
、
、

 
 

●
●

─
─
─
─

─
─
─
─

哀
號
暮
則
扶
棺
哭
泣
比
葬
年
十
七
烏
鳥
集
聚
猛
獸
乳
其
側 

Ａ
は
史
料
３
記
事
の
再
掲
で
あ
る
。
大
泊
瀬
天
皇
と
は
雄
略
天
皇
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
雄
略
が
亡
く
な
り
葬
ら
れ
た
と
き
、
雄
略
の
そ
ば
近
く
に
仕
え
て
い
た

（
と
思
わ
れ
る
）
隼
人
が
、
そ
の
陵
墓
の
そ
ば
で
昼
も
夜
も
泣
き
叫
び
、
食
事
を

与
え
て
も
食
べ
よ
う
と
せ
ず
、
七
日
ば
か
り
し
て
つ
い
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
。
お
そ
ら
く
は
こ
れ
を
み
て
哀
れ
ん
だ
も
の
た
ち
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
隼
人
の
墓
を
雄
略
陵
の
そ
ば
に
作
っ
て
や
り
、
礼
を
も
っ
て
厚
く
隼
人
を
葬

っ
た
と
い
う
。
Ｂ
は
『
淮
南
子
』
に
み
え
る
記
事
で
あ
る
。
呉
と
楚
が
戦
っ
た
と

き
、
楚
の
臣
で
あ
る
申
包
胥
は
秦
王
の
も
と
へ
赴
き
、
立
っ
た
ま
ま
食
事
も
取
ら

ず
、
昼
は
呻
き
夜
は
哭
き
、
秦
王
へ
楚
の
窮
状
と
呉
の
横
暴
を
訴
え
た
。
つ
い
に
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秦
王
は
呉
を
討
つ
決
意
を
し
た
と
い
う
。
Ｃ
は
『
左
伝
』
に
み
え
る
記
事
で
あ
る

が
、
ほ
ぼ
Ｂ
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
Ｄ
は
范
書
に
み
え
る
記
事
で
あ
る
。
Ｅ
、
Ｆ
、

Ｇ
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
楊
琁
の
兄
の
喬
は
、
桓
帝
に
そ
の
才
貌
を
愛
さ
れ
、

公
主
を
妻
と
す
る
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
た
が
固
辞
し
、
つ
い
に
口
を
閉
ざ
し
て
食

事
も
取
ら
ず
、
七
日
ば
か
り
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
Ｈ
は
『
宋

書
』
列
伝
に
み
え
る
記
事
で
あ
る
。
劉
瑜
は
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
て
の
ち
、
孝

心
を
も
っ
て
母
に
つ
か
え
て
い
た
が
、
そ
の
母
が
亡
く
な
る
と
三
年
の
間
喪
に
服

し
、
昼
夜
号
泣
す
る
声
が
絶
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
Ｉ
も
『
宋
書
』
列
伝
に
み
え

る
記
事
で
あ
る
。
林
子
の
家
が
不
幸
に
み
ま
わ
れ
た
と
き
、
昼
夜
泣
き
叫
ぶ
声
が

絶
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
Ｊ
は
『
北
史
』
列
伝
に
み
え
る
記
事
で
あ
る
。
『
北
斉

書
』
列
伝
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
あ
る
。
楽
陵
王
百
年
が
あ
る
と
き
殺
さ
れ
、
そ
の
遺

体
を
池
に
投
げ
捨
て
る
と
、
池
が
血
で
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
と
い
う
。
夫
人
で
あ

る
楽
陵
王
妃
は
百
年
の
遺
品
で
あ
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
握
り
締
め
、
泣
き
叫
ん
で

食
事
も
取
ら
ず
、
一
月
ば
か
り
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
Ｋ
は
『
芸

文
類
聚
』
所
引
『
会
稽
典
録
』
に
み
え
る
記
事
で
あ
る
。
Ｎ
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で

あ
る
。
夏
方
が
一
四
才
の
と
き
、
一
家
を
病
が
襲
い
、
肉
親
が
次
々
と
亡
く
な
っ

た
。
夏
方
は
墓
の
そ
ば
で
泣
き
叫
び
、
ま
た
棺
に
す
が
り
つ
い
て
泣
い
た
と
い
う
。

Ｌ
は
『
初
学
記
』
所
引
、
『
孝
子
伝
』
と
い
う
名
の
書
物
に
み
え
る
記
事
で
あ
る
。

Ｍ
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
趙
狥
は
幼
い
頃
か
ら
親
孝
行
で
あ
っ
た
が
、
成
人

し
て
か
ら
も
、
亡
父
を
葬
っ
た
お
墓
の
傍
で
慟
哭
し
続
け
た
と
い
う
。 

 

他
に
も
例
え
ば
『
晋
書
』
列
伝
／
忠
義
、
、
／
車
済
101

に
「
秋
（
原
口
注

人
名
）
歎

其
忠
節
。
─
─
─
─

─
─
─
─

以
禮
葬
之
」
と
み
え
る
。
以
上
確
認
し
て
き
た
通
り
、
史
料
３
記
事
の

「
昼
夜
哀
号
」
「
哀
号
陵
側
」
「
与
食
不
喫
七
日
而
死
」
「
以
礼
葬
之
」
と
い
っ
た

表
現
は
、
中
国
的
な
貞
節
観
、
孝
行
観
、
忠
義
観
を
表
現
す
る
と
き
の
常
套
句
で

あ
る
と
思
わ
れ
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
直
接
の
典
拠

を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
史
料
３
記
事
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
す

べ
て
漢
籍
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
「
中
国
風
の
夷
狄
朝
貢
思

想
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
や
は
り
中
国
的
な
価
値
観
念
の
元
で
述
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
触
れ
た
通
り
、
雄
略
遺
詔
は
『
隋
書
』
高
祖
紀
に
基
づ

く
事
実
上
の
造
作
記
事
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
記
事
は
そ
の
雄
略
が
亡

く
な
っ
た
と
き
の
話
で
あ
る
。
奥
田
尚
氏
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
る
。
雄
略
は
星
川
皇
子
の
反
乱
を
心
配
し
な
が
ら
亡
く
な
る
が
（
雄
略
遺

詔
参
照
）
、
次
の
清
寧
即
位
前
紀
に
お
い
て
星
川
皇
子
の
反
乱
が
記
さ
れ
、
大
伴

室
屋
ら
は
雄
略
遺
詔
を
奉
じ
て
星
川
一
派
を
誅
滅
す
る
。
こ
の
一
連
の
出
来
事
に

清
寧
は
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
雄
略
に
関
す
る
物
語
を
清
寧
紀
に
移
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
と
さ
れ
、
ま
た
『
書
紀
』
に
は
、
雄
略
に
隼
人
と
の
物
語
を
付

そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
102

。
な
お
こ
の
記
事
は
、
「
中
国
風

の
夷
狄
朝
貢
思
想
」
に
基
づ
く
造
作
で
あ
っ
た
史
料
４
記
事
同
様
、
清
寧
紀
の
記

事
で
あ
る
。
岸
俊
男
氏
は
、
雄
略
紀
は
在
位
二
三
年
間
す
べ
て
に
記
事
が
あ
り
一

年
の
空
白
も
な
い
が
、
こ
れ
は
他
の
天
皇
紀
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
こ
と
と
指

摘
さ
れ
た
103

が
、
そ
の
中
に
は
漢
籍
に
よ
る
水
増
し
、
す
な
わ
ち
漢
籍
に
基
づ
き

雄
略
紀
を
潤
色
す
る
こ
と
で
、
中
国
の
皇
帝
像
を
模
倣
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
含

ま
れ
て
い
よ
う
104

。
「
画
期
と
し
て
の
雄
略
朝
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
雄
略
は

現
実
に
偉
大
な
大
王
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
書
紀
』
編
纂
時
に
あ
た
る
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奈
良
時
代
は
じ
め
の
人
々
が
、
そ
れ
を
誇
張
し
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
雄
略
を
、
夷
狄
を
も
心
服
さ
せ
る
、
中
国
的
徳
治
主
義
に
の
っ
と
っ
た

偉
大
な
帝
王
に
仕
立
て
上
げ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
記
事

は
作
為
の
存
在
を
想
定
さ
せ
る
記
事
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
記
事
は
少
な

く
と
も
『
書
紀
』
編
纂
時
に
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ス
ト
レ
ー
ト

に
信
用
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

こ
の
記
事
は
、
古
代
南
九
州
の
人
々

、
、
、
、
、
、
、
、
が
王
権
に
服
属
し
て
い
た
と
い
う
何
ら
か

の
伝
承
か
原
資
料
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ず
105

、
私
も
ま
た
先
に
み

た
と
お
り
、
五
世
紀
後
半
の
王
権
と
南
九
州
の
間
に
何
ら
か
の
交
渉
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
記
事
の
あ
ら
わ
す
と
こ

ろ
の
「
思
想
」
は
、
や
は
り
『
書
紀
』
編
纂
時
の
そ
れ
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
令
制
的
な
隼
人
司
管
轄
下
の
隼
人
の
任
務
を
反
映
さ
せ
た
も
の

と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
そ
の
文
章
表
現
に
お
い

て
、
「
素
朴
な
伝
承
」
と
は
次
元
が
異
な
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
み
え
る
「
隼
人
」
と
は
後
世
の
付
会
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ

り
、
天
武
朝
よ
り
前
に
隼
人
が
「
存
在
」
し
た
証
拠
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
も
造
作
の
可
能
性
を
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
少
な

く
と
も
『
書
紀
』
編
纂
時
に
お
け
る
潤
色
は
確
実
視
さ
れ
る
。 

■
史
料
６
記
事
の
検
討 

 

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
先
の
泉
谷
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、
こ
の
記
事
と

同
じ
内
容
の
記
事
が
あ
る
。 

史
料

Ａ
『
日
本
書
紀
』
巻
二
十 

敏
達
天
皇
十
四
年
（
五
八
五
） 

秋
八
月
乙
酉
朔
己
亥
、
天
皇
病
弥
留
、
崩
二

于
大
殿
一

。
是
時
起
二

殯
宮
於
広

瀬
一

。
馬
子
宿
禰
大
臣
佩
レ

刀
而
誄
。
物
部
弓
削
守
屋
大
連
听
然
而
咲
曰
、

如
下

中
二

猟
箭
一

之
雀
鳥
上

焉
。
次
弓
削
守
屋
大
連
手
脚
揺
震
而
誄
。〈
揺
震
、

戦
慄
也
。
〉
馬
子
宿
禰
大
臣
咲
曰
、
可
レ

懸
レ

鈴
矣
。
由
レ

是
二
臣
微
生
二

怨
恨

一

。
三
輪
君
逆
使
三

隼
人
相
二

距
於
殯
庭
一

。
穴
穂
部
皇
子
欲
レ

取
二

天
下
一

。

発
憤
称
曰
、
何
故
事
二

死
王
之
庭
一

、
弗
レ

事
二

生
王
之
所
一

也
。 

Ｂ
『
日
本
書
紀
』
巻
二
一 

用
明
天
皇
元
年
（
五
八
六
） 

夏
五
月
、
穴
穂
部
皇
子
欲
レ

姧
二

炊
屋
姫
皇
后
一

、
而
自
強
入
二

於
殯
宮
一

。

寵
臣
三
輪
君
逆
乃
喚
二

兵
衛
一

重
二

璅
宮
門
一

、
拒
而
勿
レ

入
。
穴
穂
部
皇
子

問
曰
、
何
人
在
レ

此
。
兵
衛
答
曰
、
三
輪
君
逆
在
焉
。
七
呼
レ

開
レ

門
、
遂
不

二

聴
入
一

。
於
レ

是
穴
穂
部
皇
子
謂
三

大
臣
与
二

大
連
一

曰
、
逆
頻
無
レ

礼
矣
。

於
二

殯
庭
一

誄
曰
、
不
レ

荒
二

朝
庭
一

、
浄
如
二

鏡
面
一

、
臣
治
平
奉
仕
。
即
是

無
レ

礼
。
方
今
天
皇
子
弟
多
在
、
両
大
臣
侍
。
誰
得
三

恣
レ

情
、
専
言
二

奉
仕

一

。
又
余
観
二

殯
内
一

、
拒
不
二

聴
入
一

。
自
呼
レ

開
レ

門
、
七
廻
不
レ

応
。
願
欲

レ

斬
之
。
両
大
臣
曰
、
随
レ

命
。
於
レ

是
穴
穂
部
皇
子
陰
謀
下

王
二

天
下
一

之
事

上

、
而
口
詐
在
三

於
殺
二

逆
君
一

。
遂
与
二

物
部
守
屋
大
連
一

、
率
レ

兵
囲
二

繞
磐

余
池
辺
一

。
逆
君
知
之
、
隱
二

於
三
諸
之
岳
一

。
是
日
夜
半
、
潜
自
レ

山
出
隱

二

於
後
宮
一

。〈
謂
二

炊
屋
姫
皇
后
之
別
業
一

。
是
名
二

海
石
榴
市
宮
一

也
。
〉
逆
之
同

姓
白
堤
与
二

横
山
一

、
言
二

逆
君
在
処
一

。〈
後
略
〉 

 
穴
穂
部
皇
子
が
敏
達
の
殯
宮
に
強
引
に
押
し
入
ろ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
を
防

い
だ
の
は
、
Ａ
で
は
隼
人
で
あ
り
、
Ｂ
で
は
兵
衛
と
な
っ
て
い
る
。
小
林
氏
は
こ

れ
に
つ
い
て
、
Ｂ
に
兵
衛
と
み
え
る
が
、
兵
衛
は
令
制
用
語
で
あ
る
こ
と
を
問
題
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視
さ
れ
る
106

。
こ
の
指
摘
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
兵
衛
が
令
制
用
語
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
の
時
点
で
少
な
く
と
も
『
書
紀
』
編
纂
時
に
手
が
加
え
ら
れ
た
記
事
で
あ

る
こ
と
は
確
定
し
よ
う
。
永
山
氏
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
六
世
紀
末
ご
ろ
、
南

九
州
か
ら
畿
内
へ
行
き
「
兵
衛
」
の
任
務
を
帯
び
た
も
の
が
存
在
し
た
可
能
性
も

あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
『
書
紀
』
編
纂
時
に
隼
人
と
書
き
換
え
ら
れ
た
可
能
性
が

あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
107

。 

 

こ
の
史
料
６
記
事
は
、
物
部
守
屋
と
中
臣
勝
海
に
よ
る
廃
仏
の
提
言
、
そ
れ
を

受
け
て
の
敏
達
に
よ
る
廃
仏
の
詔
、
仏
像
な
ど
を
焼
き
投
げ
捨
て
る
、
守
屋
と
敏

達
の
瘡
罹
患
、
国
中
で
の
瘡
流
行
、
「
仏
像
を
焼
い
た
罪
か
」
と
の
噂
の
流
行
、

敏
達
の
死
、
と
続
く
流
れ
の
中
で
の
、
敏
達
の
葬
儀
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
記
事

は
一
連
の
崇
仏
廃
仏
論
争
の
最
中
に
、
「
瘡
」
と
い
う
業
病
で
亡
く
な
っ
た
敏
達

の
葬
儀
を
舞
台
と
す
る
。
さ
て
、
仏
教
伝
来
108

、
い
わ
ゆ
る
崇
仏
廃
仏
論
争
109

、

そ
し
て

〝

 

聖
徳
太

〟
子 

の
活
躍
110

と
、
こ
れ
ら
一
連
の
『
書
紀
』
仏
教
関
係
記
事

に
対
し
て
は
、
そ
の
編
纂
時
に
お
い
て
、
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
『
集
神
州
三
宝
感

通
録
』
『
法
苑
珠
林
』
と
い
っ
た
中
国
の
仏
書
や
中
国
仏
教
の
思
想
（
特
に
そ
の
末

法
思
想
）
に
基
づ
く
潤
色
・
造
作
の
疑
い
が
も
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

こ
れ
ら
仏
教
関
係
記
事
は
『
書
紀
』
編
纂
時
に
手
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
あ

る
程
度
は
事
実
と
し
て
認
め
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
解
も
あ
る
111

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
仏
教
関
係
記
事
に
多
か
れ
少
な
か
れ
手
が
加
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 

先
に
み
た
通
り
、
こ
れ
よ
り
後
の
時
代
の
史
料
７
記
事
は
、
「
中
国
風
の
夷
狄

朝
貢
思
想
」
に
よ
る
造
作
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
史
料
３
記
事
に
お
い
て
検
討
し
た

こ
と
と
同
様
に
、
『
書
紀
』
編
纂
時
の
思
想
や
状
況
を
反
映
さ
せ
て
こ
の
記
事
も

述
作
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
を
振
り
返
る
と
、
こ

の
史
料
６
記
事
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
『
書
紀
』
編
纂
時
に
手
が
加
え
ら
れ

た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
隼

人
」
も
、
少
な
く
と
も
潤
色
で
あ
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
史
料
７

記
事
が
造
作
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
こ
の
史
料
６
記
事
の
史
実
性
を
認
め

る
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
隼
人
関
係
記
事
が
一
〇
〇
年
後
の
天
武
朝
ま
で
欠
け
る

こ
と
を
説
明
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の

記
事
が
仮
に
南
九
州
に
出
自
を
持
つ
人
々
が
王
権
に
近
侍
し
て
い
た
と
い
う
伝
承

・
記
録
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
隼
人
」
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
こ
の
記
事
に
つ
い
て
も
、
造
作
の
可
能
性
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ

き
だ
と
考
え
る
。 

■
史
料
１
・
２
記
事
の
検
討 

 

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
先
の
泉
谷
氏
の
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
小
林
氏
は
、

『
記
』
で
は
「

す
で既

に
お
の己

が
き
み君

を
殺
し
つ
る
こ
と
、

こ
れ是
こ
と
わ
り

義

な
ら
ず
。

し
か然

れ
ど
も
、

そ其
の

い
さ
を

功

を
む
く賽

い
ず
は
、

ま
こ
と

信
な無

し
と

い謂
ひ
つ
べ
し
」
、
『
書
紀
』
で
は
「
己
が
君
に

う
つ
く
し
び

慈

無
き
こ
と

は
な
は
だ

甚

し
」
と
、
「
義
」
「
信
」
「
慈
」
な
ど
儒
教
的
価
値
観
を
強
調

し
て
お
り
、
ソ
バ
カ
リ
、
サ
シ
ヒ
レ
を
人
倫
道
義
を
弁
え
な
い
辺
境
の
夷
人
と
し

て
儒
教
的
価
値
観
で
断
罪
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
辺
境
の
隼
人
に
む
す

び
つ
け
る
操
作
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
『
記
』
で
「

も若
し

な
む
ち

汝

あ吾
が

こ
と言

に
し
た
が

従

は
ば
、

あ
れ吾

は

す
め
ら
み
こ
と

、
天 

皇
と

な為
り
、

な
む
ち

汝

を
お
ほ大
お
み臣

と
な作

し
て
、

あ
め天

の
し
た下

を
を
さ治

め
む
。

い那
か何

に
」
と
ソ
バ
カ
リ
を
誘
っ
て
い
る
の
は
、
案
外
古
層
を
伝
え
て
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い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
五
世
紀
の
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
に
ワ
カ
タ
ケ
ル
大
王
が

斯
鬼
宮
に
あ
っ
た
時
、
ヲ
ワ
ケ
臣
が
「
天
下
を
左
治
し
た
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
、

と
指
摘
さ
れ
た
112

。
永
山
氏
も
小
林
説
を
受
け
て
、
六
世
紀
初
頭
の
江
田
船
山
古

墳
の
鉄
刀
銘
な
ど
か
ら
王
権
と
九
州
の
つ
な
が
り
は
確
認
で
き
、
こ
の
事
件
が
い

つ
起
こ
っ
た
か
は
別
と
し
て
も
、
南
九
州
出
身
者
が
王
権
に
近
侍
し
た
と
い
う
伝

承
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、
結
局
は
隼
人
＝
不
義
＝
野
蛮
と
い
う
儒
教

的
図
式
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
除
け
ば
、
こ
こ
に
登
場
す
る
「
隼
人
」

の
姿
は
他
地
方
出
身
者
と
大
差
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、
と
指
摘
さ
れ
た
113

。 

 

さ
て
、
谷
川
士
清
『
日
本
書
紀
通
証
』
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
『
新
唐
書
』

の
類
似
の
記
事
を
指
摘
114

す
る
。
ま
た
、
私
が
調
べ
て
み
る
と
『
旧
唐
書
』
に
も

同
じ
内
容
の
記
事
が
あ
っ
た
。 

史
料

Ａ
『
（
新
）
唐
書
』
卷
八
十
五 

列
傳
第
十 
竇
建
德 

〔
武
德
二
年
（
六
一
九
）
〕
未
幾
、
連
突
厥
侵
相
州
、
刺
史
呂
珉
死
之
。
進
攻

衞
州
、
執
河
北
大
使
淮
安
王
神
通
、
同
安
長
公
主
、
黎
陽
守
將
李
世
勣
、
釋

之
。
復
使
世
勣
守
黎
陽
、
館
王
、
公
主
、
饋
以
客
禮
。
滑
州
刺
史
王
軌
爲
奴

所
殺
、
奴
以
首
奔
建
德
、
建
德
曰
「
奴
殺
主
、
大
逆
。
納
之
不
可
不
賞
、
賞

逆
則
廢
敎
、
將
焉
用
爲
」
命
斬
奴
而
返
軌
首
、
滑
人
德
之
、
遂
降
、
齊
、
濟

二
州
亦
降
。
兗
賊
徐
圓
朗
聞
風
送
款
。 

Ｂ
『
舊
唐
書
』
卷
五
十
四 

列
傳
第
四 

竇
建
德 

〔
武
德
二
年
〕
九
月
、
南
侵
相
州
、
河
北
大
使
淮
安
王
神
通
不
能
拒
、
退
奔

黎
陽
。
相
州
陷
、
殺
刺
史
呂
珉
。
又
進
攻
衞
州
、
陷
黎
陽
、
左
武
衞
大
將
軍

李
世
勣
、
皇
妹
同
安
長
公
主
及
神
通
並
爲
所
虜
。
滑
州
刺
史
王
軌
爲
奴
所
殺
、

攜
其
首
以
奔
建
德
、
曰
「
奴
殺
主
爲
大
逆
、
我
何
可
納
之
。
」
命
立
斬
奴
、

而
返
軌
首
於
滑
州
。
吏
人
感
之
、
即
日
而
降
。
齊
、
濟
二
州
及
兗
州
賊
帥
徐

圓
朗
皆
聞
風
而
下
。
建
德
釋
李
世
勣
、
使
其
領
兵
以
鎭
黎
州
。 

Ａ
、
Ｂ
の
内
容
は
と
も
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
隋
末
の
混
乱
の
中
で
台

頭
し
た
群
雄
の
ひ
と
り
で
あ
る
竇
建
徳
が
敵
対
者
を
攻
め
た
と
き
、
あ
る
地
方
長

官
が
「
奴
」
に
殺
さ
れ
た
。
そ
の
「
奴
」
は
長
官
の
首
を
も
っ
て
建
徳
の
も
と
に

奔
る
が
、
建
徳
は
「
主
人
を
殺
す
と
は
、
大
逆
で
あ
る
」
と
し
て
、
こ
の
「
奴
」

を
斬
っ
た
。
そ
の
地
方
の
人
々
は
大
い
に
建
徳
に
感
じ
入
り
、
建
徳
に
降
っ
た
の

だ
と
い
う
。 

 

さ
て
、
直
接
の
典
拠
は
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
史
料
１
・
２
記
事
が
、

中
国
的
価
値
観
の
も
と
で
述
作
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
永
山
氏
が

指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
他
地
方
出
身
の
近
侍
者
と
大
差
な
い
姿
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、

あ
え
て
中
国
的
味
付
け
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
史
料
１
・
２
記
事
を
読
解

す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
か
。
な
お
奥
田
氏
は
こ
の
史
料
１
・
２
記
事
に

つ
い
て
、
両
記
事
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
大
筋
で
は
一
致
す
る
が
、
ソ
バ
カ
リ
、
サ
シ

ヒ
レ
と
『
記
・
紀
』
で
隼
人
の
名
前
に
相
違
が
み
ら
れ
、
隼
人
が
殺
さ
れ
る
場
所

も
『
記
』
で
は
山
口
、
『
書
紀
』
で
は
難
波
と
異
な
る
。
さ
ら
に
隼
人
を
殺
害
し

た
人
物
名
も
異
な
る
と
さ
れ
、
こ
れ
は
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
隼
人
の
結
合
が
弱
い

こ
と
を
示
し
、
登
場
す
る
の
が
「
隼
人
」
で
は
な
く
通
常
の
近
侍
者
で
も
成
立
す

る
、
隼
人
は
あ
く
ま
で
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
は
先

の
永
山
氏
の
指
摘
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
奥
田
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
、

ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
ろ
う
と
も
、
皇
族
を
殺
す
よ
う
な
隼
人
は
殺
さ
れ
る
、
と
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い
う
隼
人
へ
の
教
示
を
含
ん
だ
物
語
な
の
だ
と
い
う
115

。
こ
の
記
事
も
ま
た
、
こ

れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
書
紀
』
編
纂
時
の
思
想
や
状
況
を
反
映
さ
せ

た
も
の
と
み
る
ほ
か
あ
る
ま
い
。 

 

こ
こ
ま
で
天
武
朝
よ
り
前
の
隼
人
関
係
記
事
を
追
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、
ス
ト
レ

ー
ト
に
信
用
で
き
そ
う
な
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
か
っ
た
。
こ
の
史
料
１
・
２
記
事

は
、
こ
れ
ら
の
中
で
も
っ
と
も
古
い
時
代
の
出
来
事
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
私
は
、
五
、
六
世
紀
に
王
権
と
南
九
州
の
人
々

、
、
、
、
、
、
が
何
ら
か
の
関
わ
り
を

持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
記
事
も
ま
た
、
結
局
は
中
国
的
価
値
観
に
「
隼
人
」
が
翻
弄
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
に
登
場
す
る
「
隼
人
」
は
、
『
記
・
紀
』
編
纂
時

の
潤
色
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
振
り
返
る
と
、
隼
人
、
あ
る
い
は
南
九
、
、

州
に
出
自
を
持
つ
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
こ
の
事
件
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
も
、

造
作
の
可
能
性
を
も
考
慮
に
い
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

  

一
一
．
む
す
び 

  

最
後
に
、
小
論
で
論
じ
て
き
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

『
記
・
紀
』
の
隼
人
関
係
記
事
に
つ
い
て
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
あ
る
程
度
信
用

し
う
る
も
の
は
天
武
朝
以
降
の
記
事
か
ら
で
あ
る
と
の
通
説
的
理
解
に
立
ち
、
さ

ら
に
九
世
紀
初
頭
に
お
け
る
南
九
州
に
対
す
る
政
策
転
換
以
降
、
南
九
州
の
住
民

を
「
隼
人
」
と
呼
称
す
る
例
は
、
史
料
上
ひ
と
つ
も
み
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
南
九
州
の
人
々
が
隼
人
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
天
武
朝
か
ら

九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
、
わ
ず
か
一
二
〇
年
間
ほ
ど
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
南
九
州
の
範
囲
で
あ
る
が
、
熊
本
県
域
や
宮
崎
県

域
、
南
西
諸
島
の
人
々
が
隼
人
と
さ
れ
た
例
も
ま
た
、
史
料
上
ひ
と
つ
も
確
認
さ

れ
ず
、
鹿
児
島
県
本
土
域
の
人
々
の
み
が
隼
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
鹿
児
島
県
本
土
域
に
お
い
て
も
住
民
が
隼
人
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
地
域
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
皇
帝
制
を
模
倣
し
た
天
皇
制
が
開
始
さ

れ
る
に
あ
た
り
、
中
国
的
夷
狄
観
に
基
づ
き
隼
人
は
創
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
天

武
朝
に
隼
人
と
い
う
身
分
制
度
／
行
政
上
の
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
、
九
世
紀
初
頭

に
そ
の
制
度
は
終
了
し
た
と
理
解
で
き
る
。
隼
人
と
は
政
治
的
に
設
定
さ
れ
た
擬

似
民
族
集
団
で
あ
り
、
従
っ
て
、
「
古
代
南
九
州
地
域
の
文
化
」
を
「
隼
人
の
文

化
」
と
し
て
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
き
わ
め
て
慎
重
な
考
察
が
必
要
と
な
ろ

う
。
天
武
朝
か
ら
隼
人
が
「
出
現
」
「
登
場
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
武
朝
の

頃
に
隼
人
と
い
う
「
民
族
」
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
後
に

ア
イ
ヌ
民
族
が
成
立
す
る
よ
う
に
、
隼
人
民
族
が
実
態
を
持
っ
て
成
立
し
た
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
天
武
朝
あ
た
り
か
ら
、
中
華
思
想
に
基
づ
い
た

夷
狄
概
念
が
南
九
州
に
適
用
さ
れ
は
じ
め
、
南
九
州
の
人
々
を
隼
人
だ
と
い
う
こ

と
に
し
て
、
朝
貢
や
服
属
儀
礼
の
演
出
と
い
う
日
本
型
中
華
帝
国
補
完
の
た
め
の

政
策
が
、
現
実
に
そ
れ
な
り
の
有
効
性
を
も
っ
た
政
治
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し

て
い
た
こ
と
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
認
め
て
も
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い

っ
た
意
味
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
ハ
ヤ
（
ヒ
）
ト
」
と
い
う
言
葉
が
天
武
朝
よ
り

前
の
時
代
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
も
、
重
要
な
検
討
事
項
で
あ
ろ
う
。
南
九
州
か

ら
近
畿
地
方
へ
、
人
々
が
い
つ
頃
か
ら
い
か
な
る
理
由
に
よ
り
移
住
し
た
の
か
は
、
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現
時
点
で
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
天
武
朝
に
隼
人
と
い
う
制
度
が
開
始
さ

れ
る
に
あ
た
り
、
南
九
州
に
出
自
を
持
つ
近
畿
地
方
在
住
者
も
隼
人
と
し
て
設
定

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
天
武
朝
よ
り
前
の
『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
に

つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
に
対
し
て
中
国
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
指

摘
で
き
、
い
く
つ
か
は
明
確
に
中
国
的
夷
狄
観
に
基
づ
く
記
事
も
あ
っ
た
。
以
上

の
理
由
に
よ
り
、
天
武
朝
よ
り
前
の
『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
は
、
そ
の
ま
ま

歴
史
的
事
実
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
小
論
の
結
論

で
あ
る
。 

 

隼
人
と
さ
れ
た
古
代
南
九
州
の
人
々
は
、
「
異
民
族
」
と
さ
れ
る
か
ら
に
は
、

や
は
り
実
態
と
し
て
「
中
央
」
の
人
々
と
は
異
な
る
文
化
を
所
持
し
て
い
た
と
い

う
可
能
性
も
想
定
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
差
異
の
存
在
を
認
め
た
う

え
で
な
お
、
隼
人
と
は
、
第
一
義
的
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
請
か
ら
創
出
さ
れ

た
概
念
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
永
山
氏
は
隼
人
に
つ
い
て
、
八
世
紀

の
薩
隅
両
国
は
律
令
制
の
完
全
適
用
を
留
保
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
が
、
九
世
紀

初
頭
以
降
、
両
国
に
も
律
令
制
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
隼
人
は

「
消
滅
」
す
る
と
指
摘
さ
れ
た
116

。
朝
貢
の
開
始
と
と
も
に
隼
人
は
登
場
し
、
朝

貢
の
終
了
と
と
も
に
隼
人
は
消
滅
す
る
。
ま
さ
に
隼
人
と
は
、
政
策
上
の
、
行
政

上
の
、
制
度
上
の
「
存
在
」
で
は
な
い
か
。
「
政
治
的
に
創
出
さ
れ
た
身
分
制
度

と
し
て
の
隼
人
」
「
文
献
上
に
あ
ら
わ
れ
る
隼
人
像
」
と
「
古
代
南
九
州
の
人
々

の
実
態
」
と
は
、
可
能
な
限
り
明
確
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
す
べ
て
が
混
乱
に
陥
る
恐
れ
が
あ
る
117

。 

 

 

近
年
、
天
武
朝
よ
り
前
の
時
期
に
「
隼
人
」
の
存
在
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と

す
る
論
者
に
、
田
中
聡
118

氏
が
お
ら
れ
る
。
田
中
氏
に
よ
る
と
、
最
近
の
夷
狄
研

究
の
潮
流
と
し
て
、
「
国
家
に
よ
っ
て
観
察
・
区
分
さ
れ
秩
序
化
さ
れ
る
他
律
的

な
支
配
の
客
体
」
と
い
う
従
来
の
夷
狄
観
の
み
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
、
夷
狄
と

外
世
界
と
の
関
係
性
に
注
目
し
、
外
国
史
料
と
考
古
学
的
成
果
と
を
関
連
づ
け
て
、

国
家
の
枠
を
超
え
た
東
ア
ジ
ア
規
模
で
の
交
流
・
交
通
を
動
態
的
に
復
原
し
、
夷

狄
の
行
動
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
方
法
論
を
追
及
す
る
、
北
方
史
・
南
方
史
と

呼
ば
れ
る
枠
組
み
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
氏
は
い
わ
れ
る
、
「
独
自
の
文
字
を
も
た

ず
、
自
ら
歴
史
を
綴
る
こ
と
が
な
か
っ
た
人
々
の
思
惟
、
行
動
の
意
味
を
、
古
代

国
家
の
残
し
た
二
次
史
料
か
ら
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る｣

119

と
。 

 

な
る
ほ
ど
、
私
も
氏
の
い
わ
ん
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
理
解
で
き
る
つ
も
り
で
い

る
。
当
時
の
南
九
州
の
人
々
が
、
「
中
央
」
を
は
じ
め
他
地
域
の
人
々
と
の
連
携

や
対
立
と
い
う
政
治
的
位
置
付
け
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
主
体
的
に
選
択
し
て
い

っ
た
の
か･

･
･
 

そ
こ
に
は
当
然
、
当
時
の
南
九
州
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
が
明

確
に
反
映
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
ひ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
当
時
の

南
九
州
の
「
生
活
の
実
態
」
を
解
明
す
る
可
能
性
を
も
秘
め
て
い
る
、
き
わ
め
て

魅
力
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
評
価
で
き
よ
う
。 

 
だ
が
、
そ
れ
は
は
た
し
て
「
隼
人
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
正
確
を
期
す
な
ら

ば
、
む
し
ろ
「
古
代
南
九
州
の
人
々
」
と
い
い
替
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
「
隼
人
」
と
は
、
「
国
家
に
よ
っ
て
観

察
・
区
分
さ
れ
」
た
存
在
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
小
論
の
み
て
き
た
と
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こ
ろ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
古
代
南
九
州
の
隼
人
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
編
纂

し
た
『
書
紀
』
『
続
紀
』
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
私

は
、
こ
れ
ら
が
ど
の
程
度
信
用
し
う
る
も
の
な
の
か
、
「
外
国
史
料
と
考
古
学
的

成
果
と
を
関
連
づ
け
て
」
解
明
し
よ
う
と
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

私
は
天
武
朝
よ
り
前
の
隼
人
関
係
記
事
に
つ
い
て
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
信
用
で
き

な
い
と
結
論
す
る
に
い
た
っ
た
。
『
書
紀
』
の
「
夷
狄
」
関
係
記
事
に
お
け
る
史

料
批
判
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
河
内
春
人
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り

で
あ
る
120

。 

 

南
九
州
の
人
々
は
、
古
代
の
あ
る
時
期
、
確
か
に
隼
人
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
だ

が
そ
れ
は
、
日
本
型
中
華
思
想
の
高
ま
り
と
い
う
当
時
の
政
治
的
要
請
を
受
け
、

そ
れ
を
補
完
す
る
た
め
に
い
わ
ば
創
り
出
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
隼
人
と
呼
ば
れ
た
古
代
南
九
州
の
人
々
、
言
い
換
え
れ
ば
、
隼
人
だ
と
い

う
こ
と
に
さ
れ
た
古
代
南
九
州
の
人
々
の
実
態
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
困
難
な
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
考
古
学
研
究
者
に
、

故
・
下
山
覚
氏
が
お
ら
れ
た
121

。
か
つ
て
下
山
氏
は
、
南
九
州
地
域
の
考
古
学
的

研
究
を
進
め
ら
れ
る
う
え
で
、
そ
れ
は
「
『
隼
人
』
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
が

な
く
と
も
考
古
学
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
」
る
と

さ
れ
、
「
筆
者
は
、
『
隼
人
』
と
い
う
民
族
を
研
究
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
『
隼

人
』
と
呼
ば
れ
た
人
々
と
そ
の
文
化
を
研
究
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
実
感
を
持

つ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
122

。 

 

こ
の
、
下
山
氏
の
遺
志
を
成
し
遂
げ
る
に
は
、
ま
ず
は
史
書
の
虚
飾
を
、
そ
し

て
「
隼
人
」
と
い
う
虚
飾
自
体
を
引
き
剥
が
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
隼

人
」
と
い
う
呼
称
自
体
が
、
史
料
批
判
を
必
要
と
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
「
古
代
南
九
州
の
人
々
が
下
し
た
主
体
的
判
断
」
に
た
ど
り
つ
け

な
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
の
よ
う
な
思
い
の
も
と
に
小
論
を
執
筆
し
た
次
第
で
あ

る
。
田
中
氏
を
は
じ
め
、
先
学
諸
賢
の
ご
高
説
を
曲
解
し
た
恐
れ
が
あ
る
。
ご
叱

正
を
乞
い
た
い
と
思
う
。
ま
た
こ
の
場
を
借
り
て
、
若
く
し
て
急
逝
さ
れ
た
下
山

氏
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
る
。 

〈
完
結
〉 

 

付
記 

 

小
論
は
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
一
日
に
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館

に
て
開
催
さ
れ
た
隼
人
文
化
研
究
会
、
お
よ
び
二
〇
一
一
年
一
月
二
九
日
と
同
年

二
月
二
四
日
に
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
に
て
開
催
さ
れ
た
聖
徳
太
子
信
仰
研
究

会
／
日
本
書
紀
を
考
え
る
会
合
同
例
会
に
お
い
て
口
頭
報
告
し
た
際
の
発
表
原
稿

に
修
正
・
加
筆
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
卑
見
に
対
し
て
丁
寧
な
ご
批
判
、

ご
助
言
を
下
さ
っ
た
各
会
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
年
一
月

の
聖
徳
太
子
信
仰
研
究
会
／
日
本
書
紀
を
考
え
る
会
に
つ
い
て
は
、
霧
島
連
山
・

新
燃
岳
の
噴
火
に
よ
り
、
現
在
居
住
す
る
宮
崎
市
内
に
位
置
す
る
宮
崎
空
港
発
着

便
が
欠
航
し
、
自
分
で
発
表
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。
当
日
に
代
理
発
表

お
よ
び
サ
ポ
ー
ト
を
い
た
だ
い
た
、
吉
田
一
彦
（
名
古
屋
市
大
）
、
永
田
一
（
法
政

大
院
）
両
氏
に
感
謝
し
た
い
。
山
田
容
功
（
当
時
名
古
屋
市
大
院
）
、
大
嶋
昭
海
（
宮

崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
）
両
氏
と
の
日
々
の
議
論
に
お
い
て
は
、
私
の
気
付
か

な
か
っ
た
点
を
い
ろ
い
ろ
と
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
う
。
彼
ら
を
は
じ
め
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友
人
た
ち
に
感
謝
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
小
論
の
い
た
ら
ぬ
点
は
、
す
べ
て
私
の
責

任
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
名
古
屋
市
図
書
館
（
鶴
舞
中
央
図
書
館
）
河
村
文
庫
・
蔵
、
稿
本
『
続
紀

集
解
』
の
閲
覧
・
調
査
に
際
し
て
便
宜
を
は
か
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
同
館
ス
タ
ッ

フ
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
（
二
〇
〇
八
年
七
月
九
日
、
二
〇
〇
九
年
三
月

八
日
閲
覧
・
調
査
）
。 

 

小
論
の
基
本
的
着
想
を
得
て
か
ら
、
す
で
に
丸
四
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。

諸
般
の
事
情
に
よ
り
小
論
の
核
心
部
分
の
執
筆
が
大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
い
、
周
囲

の
方
々
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。 

 

追
記

小
論
脱
稿
後
の
二
〇
一
一
年
四
月
二
三
日
に
、
宮
崎
市
生
目
の
杜
遊
古

館
に
て
開
催
さ
れ
た
宮
崎
考
古
学
会
に
お
い
て
も
、
小
論
の
要
旨
を
報
告
し
た
。

貴
重
な
機
会
を
お
与
え
く
だ
さ
り
、
多
く
の
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
同
会
関
係
者

の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。 

 

使
用
テ
キ
ス
ト 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
古
事
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
。
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
本
『
日
本
書
紀
①
‐
③
』（
小
学
館
、
一
九
九
四
‐
一
九
九
八
年
）
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
続
日
本
紀 

一
‐
五
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
‐

一
九
九
八
年
）
。
黒
板
伸
夫
／
森
田
悌
・
編
『
日
本
後
紀
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
三

年
）
。〈
新
訂
増
補
〉
國
史
大
系
本
『
日
本
後
紀 

續
日
本
後
紀 

日
本
文
德
天

皇
實
録
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
万
葉
集 

三
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
。
林
陸
朗
／
鈴
木
靖
民
・
編
『
天
平
諸
国
正
税

帳
』（
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
五
年
）
。
日
本
思
想
大
系
新
装
版
本
『
律
令
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
四
年
）
。
中
田
祝
夫
・
編
『
倭
名
類
聚
抄
〈
元
和
三
年
古
活
字
版
二

十
巻
本
〉
』
（
勉
誠
社
文
庫
、
一
九
七
八
年
）
。
新
釈
漢
文
大
系
本
『
春
秋
左
氏
伝

（
四
）
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
）
。
吉
川
忠
夫
・
訓
注
『
後
漢
書
』（
岩
波
書

店
）
。
標
点
本
『
晋
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
。
標
点
本
『
宋
書
』（
中
華

書
局
、
一
九
七
四
年
）
。
標
点
本
『
北
齊
書
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
二
年
）
。
標
点

本
『
北
史
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
）
。
標
点
本
『
隋
書
』（
中
華
書
局
、
一
九

七
三
年
）
。
標
点
本
『
舊
唐
書
』
（
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
。
標
点
本
『
新
唐

書
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
。
景
印
本
『
册
府
元
龜
』（
中
華
書
局
、
一
九
六

〇
年
）
。
新
釈
漢
文
大
系
本
『
淮
南
子
（
下
）
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
八
年
）
。
標

点
本
『
藝
文
類
聚
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
新
２
版
）
。
標
点
本
『
初

學
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
）
。
景
印
本
『
太
平
御
覽
』（
中
文
出
版
社
、
一

九
八
〇
年
）
。 

 

註 ─
─
─
─
─
─
─
─
─
─ 

 



拙
稿
「
『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
（
一
）
」
名
古
屋
市
立
大
学
大
学

院
人
間
文
化
研
究
科
・
編
『
人
間
文
化
研
究
』
九
、
二
〇
〇
八
年
。
な
お
前
稿

発
表
後
、
永
山
修
一
『
隼
人
と
古
代
日
本
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
得
た
。

前
稿
に
て
言
及
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
氏
の
論
考
の
多
く
は
本
書
に
再
編
さ
れ
て

い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
前
稿
脱
稿
後
、
柴
田
博
子
「
古
代
南
九
州

の
牧
と
馬
牛
」
入
間
田
宣
夫
／
谷
口
一
夫
・
編
『
牧
の
考
古
学
』（
高
志
書
院
、

 
 
 
 
 

 
 
 
 

『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
（
二
） 

二
二 
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二
〇
〇
八
年
）
を
得
た
。
こ
れ
は
隼
人
の
「
文
化
」
や
「
生
業
」
を
考
え
て
い

く
う
え
で
非
常
に
示
唆
的
な
論
考
で
あ
り
、
ま
た
、
柴
田
氏
は
「
（
原
口
注

日

向
の
豪
族
で
あ
る
）
諸
県
君
が
隼
人
で
あ
っ
た
と
い
う
史
料
は
な
い
」
と
明
快

に
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



拙
稿
「
『
日
向
神
話
』
と
南
九
州
、
隼
人 

 ─
─
出
典
論
と
の
関
わ
り
か
ら

 
 ─

─
」
鹿
児
島
地
域
史
研
究
会
・
編
『
鹿
児
島
地
域
史
研
究
』
五
、
二
〇
〇
九

年
。
な
お
拙
稿
は
、
「
日
向
神
話
」
と
隼
人
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
そ
の
舞
台

の
検
討
、
仏
書
に
よ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
潤
色
の
指
摘
、
天
地
開
闢
に
は
じ
ま
る

神
代
紀
の
構
成
は
、
六
朝
時
代
の
中
国
史
書
に
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
な
ど

を
論
じ
た
。 

 



『
万
葉
集
』
巻
第
十
一 

寄
物
陳
思 

二
四
九
七
番 

「
は
や
ひ
と
の

早

 

人 

な 

に 

お 

ふ 

よ 

ご 

ゑ

名
負
夜
音 

い
ち
し
ろ
く

灼

 

然 

わ
が
な
は
の
り
つ

吾
名
謂 

つ
ま
と
た
の
ま
せ

孋 

恃

」 

 



永
山
修
一
「
隼
人
の
登
場
」（
前
掲
註

永
山
修
一
『
隼
人
と
古
代
日
本
』
）
三
六
‐

三
七
頁
。 

 



以
上
の
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
隼
人
に
つ
い
て
は
、
田
中
聡
氏
の
い
わ
れ
る

「
夷
人
的
関
係
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

田
中
聡
「
夷
人
論 

 ─
─
律
令
国
家
形
成
期
の
自
他
認
識
（
二
〇
〇
一
年
度
日
本
史

研
究
会
大
会
に
向
け
て
）
」
日
本
史
研
究
会
・
編
『
日
本
史
研
究
』
四
七
〇
、
二

〇
〇
一
年
。
田
中
聡
「
夷
人
論 

 ─
─
律
令
国
家
形
成
期
の
自
他
認
識
〔
含 

討

論
と
反
省
〕
」
日
本
史
研
究
会
・
編
『
日
本
史
研
究
』
四
七
五
、
二
〇
〇
二
年
。

田
中
聡
「
蝦
夷
と
隼
人
・
南
島
の
社
会
」
歴
史
学
研
究
会
／
日
本
史
研
究
会
・

編
『
日
本
史
講
座
第
１
巻 

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
の
形
成
』（
東
京
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
、
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



森
浩
一
「
近
畿
地
方
の
隼
人 

 ─
─
と
く
に
考
古
学
の
視
点
か
ら 

 ─
─
」
大
林
太

良
・
編
『
日
本
古
代
文
化
の
探
求 

隼
人
』（
社
会
思
想
社
、
一
九
七
五
年
）
。
江

谷
寛
「
南
山
城
発
見
の
地
下
式
古
墳
」
古
代
学
協
会
・
編
『
古
代
学
研
究
』
九

〇
、
一
九
七
九
年
。
江
谷
寛
「
畿
内
隼
人
の
遺
跡
と
伝
承
」
大
阪
教
育
大
学
歴

史
学
研
究
室
・
編
『
歴
史
研
究
』
一
八
、
一
九
八
〇
年
。
江
谷
寛
「
畿
内
隼
人

の
遺
跡
と
伝
承
」
舟
ヶ
崎
正
孝
先
生
退
官
記
念
会
・
編
『
畿
内
地
域
史
論
集
』

（
舟
ヶ
崎
正
孝
先
生
退
官
記
念
会
、
一
九
八
一
年
）
。
江
谷
寛
「
畿
内
に
移
住
し
た

隼
人
の
遺
跡
」
帝
塚
山
考
古
学
研
究
所
・
編
『
帝
塚
山
考
古
学
』
四
、
一
九
八

四
年
。
「
近
畿
の
な
か
の
隼
人
」
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附
属
博
物
館

『
（
特
別
展
図
録 

第

冊
）
隼
人
』
一
九
九
二
年
。 

 



永
山
修
一
「
古
墳
時
代
の
『
隼
人
』」（
前
掲
註

奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
附

属
博
物
館
『（
特
別
展
図
録 

第

冊
）
隼
人
』）
。 

 



岩
本
次
郎
「
隼
人
の
近
畿
地
方
移
配
に
つ
い
て
」
日
本
歴
史
学
会
・
編
『
日
本

歴
史
』
二
三
〇
、
一
九
六
七
年
。 

 



『
記
』
中
巻
、
『
書
紀
』
巻
三
・
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
秋
八
月
乙
未
条
。 

 



池
田
源
太
「
阿
太
と
内
」
五
條
市
史
調
査
委
員
会
・
編
『
五
條
市
史 

上
巻
』

（
五
條
市
史
刊
行
会
、
一
九
五
八
年
）
。 

 


西
田
直
二
郎
『
洛
南
大
住
村
史
』（
田
邊
町
役
場
大
住
出
張
所
、
一
九
五
一
年
）
。 

 



上
村
俊
雄
「
い
わ
ゆ
る
南
山
城
の
地
下
式
横
穴
墓
に
つ
い
て
」
九
州
古
文
化
研

究
会
・
編
『
古
文
化
談
叢
』
五
八
、
二
〇
〇
七
年
。
ま
た
、
鈴
木
重
治
「
考
古

学
か
ら
見
た
南
山
城
」
木
津
の
文
化
財
と
緑
を
守
る
会
／
緑
と
教
育
と
文
化
財

 
 
 
 

人
間
文
化
研
究 

15 

二
〇
一
一
年 

二
三 
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を
守
る
会
／
田
辺
の
文
化
財
を
学
ぶ
会
・
編
『
南
山
城
の
歴
史
を
考
え
る
集
い 

講
演
記
録
』
第
１
集
、
一
九
八
三
年
。
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



田
中
琢
／
佐
原
真
・
編
集
代
表
『
日
本
考
古
学
事
典
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
二
年
）
、

「
地
下
式
横
穴
」
の
項
。 

 



北
山
峰
生
「
大
和
の
漁
具
と
漁
撈
民
」
埋
蔵
文
化
財
研
究
会
第
五
六
回
埋
蔵
文

化
財
研
究
集
会
実
行
委
員
会
・
編
『
第
五
六
回
埋
蔵
文
化
財
研
究
集
会 

古
墳

時
代
の
海
人
集
団
を
再
検
討
す
る
─
「
海
の
生
産
用
具
」
か
ら
二
〇
年
─
●
発

表
要
旨
集
』
、
二
〇
〇
七
年
。 

 



大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
平
成

年
度
秋
季
特
別
展
図
録
『
日
向
・
薩
摩
・

大
隅
の
原
像
─
南
九
州
の
弥
生
文
化
─
』（
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
図
録

、

二
〇
〇
七
年
）
。 

 



前
掲
註

上
村
俊
雄
「
い
わ
ゆ
る
南
山
城
の
地
下
式
横
穴
墓
に
つ
い
て
」
。 

 



成
川
式
土
器
を
論
じ
た
近
年
の
論
考
に
、
吉
本
正
典
「
７
世
紀
の
列
島
南
西
域

─
村
落
の
諸
相
─
」
鹿
児
島
大
学
考
古
学
研
究
室

周
年
記
念
論
集
刊
行
会
・

編
『
鹿
児
島
大
学
考
古
学
研
究
室

周
年
記
念
論
集 

A
rchaeology From

 

the South

』
、
二
〇
〇
六
年
。
中
村
直
子
「
７
・
８
世
紀
の
成
川
式
土
器
」
南

九
州
縄
文
研
究
会
／
新
東
晃
一
代
表
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会
・
編
『
南
九
州

縄
文
通
信
№
 

南
の
縄
文
・
地
域
文
化
論
考 

新
東
晃
一
代
表
還
暦
記
念
論

文
集 

中
巻
』
、
二
〇
〇
九
年
。
鎌
田
浩
平
「
成
川
式
土
器
の
地
域
編
年
─
薩

摩
半
島
側
鹿
児
島
湾
沿
岸
部
と
そ
の
周
辺
を
対
象
域
と
し
て
─
」（
前
掲
南
九
州

縄
文
研
究
会
／
新
東
晃
一
代
表
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会
・
編
『
南
九
州
縄
文
通
信
№

 

南
の
縄
文
・
地
域
文
化
論
考 

新
東
晃
一
代
表
還
暦
記
念
論
文
集 

中
巻
』
）
、
な

ど
が
あ
る
。 

 



井
上
辰
雄
「
薩
摩
国
正
税
帳
を
め
ぐ
る
諸
問
題 

 ─
─
隼
人
統
治
を
中
心
と
し
て

 
 ─
─
」
同
『
正
税
帳
の
研
究
』（
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
）
。 

 



小
林
敏
男
「
ク
マ
ソ
・
ハ
ヤ
ト
問
題
の
再
検
討
」
鹿
児
島
短
期
大
学
・
編
『
研

究
紀
要
』
三
一
、
一
九
八
三
年
。 

 



以
上
の
議
論
は
、
前
掲
註

永
山
修
一
「
隼
人
の
登
場
」
に
よ
る
。 

 



こ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
大
平
聡
「
歴
史
研
究
と
南
島
」
宮
城
学
院
女

子
大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
・
編
『
沖
縄
研
究
ノ
ー
ト
』
一
、
一
九
九
二

年
。
大
平
聡
「
南
九
州
の
墓
制
─
「
隼
人
」
の
社
会
─
」
宮
城
学
院
女
子
大
学

キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
・
編
『
沖
縄
研
究
ノ
ー
ト
』
三
、
一
九
九
四
年
、
を

あ
げ
て
お
く
。 

 



前
掲
註

永
山
修
一
『
隼
人
と
古
代
日
本
』
所
収
の
諸
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學 

上
』（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）
。 

 



そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
以
下
の
諸
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
前
掲
註

小
島
憲

之
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學 

上
』
。
勝
村
哲
也
「
修
文
殿
御
覽
天
部
の

復
元
」
山
田
慶
兒
・
編
『
中
國
の
科
學
と
科
學
者
』（
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究

所
、
一
九
七
八
年
）
。
神
野
志
隆
光
「
『
日
本
書
紀
』
「
神
代
」
冒
頭
部
と
『
三
五

暦
紀
』
」
吉
井
巖
・
編
『
記
紀
万
葉
論
叢
』
（
塙
書
房
、
一
九
九
二
年
）
。
瀬
間
正

之
「
日
本
書
紀
開
闢
神
話
生
成
論
の
背
景
」
『
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
』
一

七
、
二
〇
〇
〇
年
。
瀬
間
正
之
「
ア
メ
ツ
チ
ノ
ハ
ジ
メ
」
『
國
文
學
─
解
釈
と

教
材
の
研
究
─
』
五
一
‐
一
、
二
〇
〇
六
年
。
東
野
治
之
「
古
代
人
が
読
ん
だ

漢
籍
」
「
修
文
殿
御
覧
」
「
芸
文
類
聚
」
池
田
温
・
編
『
日
本
古
代
史
を
学
ぶ
た

 
 
 
 
 

 
 
 
 

『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
（
二
） 

二
四 
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め
の
漢
文
入
門
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
。
池
田
昌
廣
「
『
日
本
書
紀
』

と
六
朝
の
類
書
」
日
本
中
國
學
會
・
編
『
日
本
中
國
學
會
報
』
五
十
九
、
二
〇

〇
七
年
。
池
田
昌
広
「
『
日
本
書
紀
』
の
潤
色
に
利
用
さ
れ
た
類
書
」
日
本
歴

史
学
会
・
編
『
日
本
歴
史
』
七
二
三
、
二
〇
〇
八
年
。
な
ど
。
な
お
神
野
志
隆

光
氏
は
、
『
書
紀
』
全
体
で
は
な
く
、
神
代
紀
に
限
定
し
た
議
論
を
展
開
さ
れ

て
い
る
。 

 



以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
森
鹿
三
「
亮
阿
闇
梨
兼
意
の
「
香
要
抄
」
に
つ
い

て
」
塚
本
博
士
頌
壽
記
念
會
・
編
『
佛
教
史
學
論
集

塚
本
博
士
頌
壽
記
念
』

一
九
六
一
年
。
森
鹿
三
「
修
文
殿
御
覧
に
つ
い
て
」
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究

所
・
編
『
東
方
學
報
』
三
六
、
一
九
六
四
年
。
勝
村
哲
也
「
修
文
殿
御
覧
巻
第

三
百
一
香
部
の
復
元 

 ─
─
森
鹿
三
氏
「
修
文
殿
御
覧
に
つ
い
て
」
を
手
掛
り
と

し
て
」
日
本
仏
教
学
会
西
部
事
務
所
・
編
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
三
八
、
一

九
七
三
年
。
平
秀
道
「
仏
教
経
典
所
引
の
讖
緯
書
に
つ
い
て
」
『
龍
谷
大
学
仏

教
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
三
、
一
九
七
四
年
。
勝
村
哲
也
「
『
修
文
殿
御
覧
』

新
考
」
仏
教
大
学
歴
史
研
究
所
・
編
『
鷹
陵
史
学
』
三
・
四
、
一
九
七
七
年
。

前
掲
註

勝
村
哲
也
「
修
文
殿
御
覽
天
部
の
復
元
」
。
勝
村
哲
也
「
藝
文
類
聚

の
条
文
構
成
と
六
朝
目
録
と
の
關
連
性
に
つ
い
て
」
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究

所
・
編
『
東
方
學
報
』
六
二
、
一
九
九
〇
年
。
前
掲
註

池
田
昌
廣
「
『
日
本

書
紀
』
と
六
朝
の
類
書
」
。
前
掲
註

池
田
昌
広
「
『
日
本
書
紀
』
の
潤
色
に
利

用
さ
れ
た
類
書
」
、
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



な
お
『
記
・
紀
』
が
利
用
し
た
類
書
に
つ
い
て
は
、
『
経
律
異
相
』
『
法
苑
珠

林
』
な
ど
仏
教
類
書
の
利
用
も
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
瀬

間
正
之
「
漢
訳
仏
典
と
古
事
記
」
『
國
文
學
─
解
釈
と
教
材
の
研
究
─
』
三
六

‐
八
、
一
九
九
一
年
。
瀬
間
正
之
「
出
生
の
神
話 

 ─
─
垂
仁
記
・
火
中
出
産
譚

の
存
在
と
漢
訳
仏
典 

 ─
─
」
古
橋
信
孝
・
他
編
『
古
代
文
学
講
座
４ 

人
生
と

恋
』（
勉
誠
社
、
一
九
九
四
年
）
。
瀬
間
正
之
『
記
紀
の
文
字
表
現
と
漢
訳
仏
典
』

（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
年
）
。
瀬
間
正
之
「
『
未
経
』
『
既
経
』 

 ─
─
師
説
『
太

安
万
侶
日
本
書
紀
撰
修
参
与
説
』
を
め
ぐ
っ
て 

 ─
─
」
太
田
善
麿
先
生
追
悼
論

文
集
刊
行
会
・
編
『
太
田
善
麿
先
生
追
悼
論
文
集 

古
事
記
・
日
本
書
紀
論

叢
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
九
年
）
。
前
掲
註

瀬
間
正
之
「
日
本
書
紀

開
闢
神
話
生
成
論
の
背
景
」
。
瀬
間
正
之
「
古
事
記
序
文
開
闢
神
話
生
成
論
の

背
景
」
『
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
』
一
八
、
二
〇
〇
一
年
。
北
條
勝
貴
「
祟

・
病
・
仏
神 

 ─
─
『
日
本
書
紀
』
崇
仏
論
争
と
『
法
苑
珠
林
』 

 ─
─
」
あ
た
ら

し
い
古
代
史
の
会
・
編
『
王
権
と
信
仰
の
古
代
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五

年
）
。
吉
田
一
彦
『
古
代
仏
教
を
よ
み
な
お
す
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
。

前
掲
註

瀬
間
正
之
「
ア
メ
ツ
チ
ノ
ハ
ジ
メ
」
。
吉
田
一
彦
「
『
日
本
書
紀
』
仏

教
伝
来
記
事
と
末
法
思
想
（
そ
の
１
）
」
名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研

究
科
・
編
『
人
間
文
化
研
究
』
七
、
二
〇
〇
七
年
。
北
條
勝
貴
「
『
日
本
書

紀
』
と
祟
咎
─
「
仏
神
の
心
に
祟
れ
り
」
に
至
る
言
説
史
」
中
部
大
学
国
際
人

間
学
研
究
所
・
編
『
ア
リ
ー
ナ
』
五
、
二
〇
〇
八
年
。
吉
田
一
彦
「
僧
旻
と
彗

星
・
天
狗 

 ─
─
『
日
本
書
紀
』
と
経
典
・
仏
書
」
『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

一
三
六
、
二
〇
〇
八
年
夏
号
。
前
掲
註

拙
稿
「
『
日
向
神
話
』
と
南
九
州
、

隼
人 

 ─
─
出
典
論
と
の
関
わ
り
か
ら 

 ─
─
」
、
な
ど
。 

 



池
田
昌
広
「
范
曄
『
後
漢
書
』
の
伝
来
と
『
日
本
書
紀
』
」
二
松
学
舎
大
学


 
 
 
 

人
間
文
化
研
究 

15 

二
〇
一
一
年 

二
五 
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世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
／
日
本
漢
文
学
研
究
編
集
委
員
会
・
編
『
日
本
漢
文

学
研
究
』
三
、
二
〇
〇
八
年
。 

 



前
掲
註

小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學 

上
』
。 

 



田
中
聡
「
隼
人
・
熊
襲
と
古
代
国
家
」（
前
掲
註

『
日
向
・
薩
摩
・
大
隅
の
原
像

─
南
九
州
の
弥
生
文
化
─
』）
一
三
九
頁
。 

 



前
掲
註

永
山
修
一
「
隼
人
の
登
場
」
。 

 



こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
神
野
志
隆
光
『
複
数
の
「
古
代
」
』（
講
談
社

現
代
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）
、
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



津
田
左
右
吉
「
ク
マ
ソ
征
討
の
物
語
」
同
『
日
本
古
典
の
研
究 

上
』（
岩
波

書
店
、
一
九
七
二
年
）
一
七
一
頁
。
な
お
津
田
左
右
吉
氏
は
、
「
東
国
及
び
エ
ミ

シ
に
関
す
る
物
語
」（
前
掲
同
『
日
本
古
典
の
研
究
上
』
）
二
二
一
頁
以
下
で
も
こ

れ
ら
の
記
事
に
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。 

 



坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
と
蝦
夷
」
同
『
古
事
記
と
日
本
書
紀 

坂
本
太
郎
著
作

集
第
二
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
二
八
二
頁
。 

 



例
え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
頭
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。
雄
略
紀
二

三
年
（
四
七
九
）
秋
七
月
辛
丑
朔
条
お
よ
び
同
八
月
丙
子
条
と
『
隋
書
』
卷
二

／
帝
紀
第
二
／
高
祖
下
／
仁
壽
三
年
（
六
〇
三
）
秋
七
月
丁
卯
条
、
同
四
年

（
六
〇
四
）
春
正
月
丙
辰
条
お
よ
び
同
秋
七
月
甲
辰
条
。 

 



名
古
屋
市
図
書
館
（
鶴
舞
中
央
図
書
館
）
蔵
・
河
村
秀
根
／
益
根
『
続
紀
集
解
』

稿
本
、
お
よ
び
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
続
日
本
紀
』
の
注
釈
を
参
照
さ

れ
た
い
。
『
続
日
本
紀
』
巻
四
／
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
二
月
戊
寅
条
と
『
隋

書
』
卷
一
／
帝
紀
第
一
／
高
祖
上
／
開
皇
二
年
（
五
八
二
）
六
月
丙
申
条
。 

 



隋
関
係
の
諸
史
料
に
つ
い
て
は
、
池
田
昌
広
「
『
日
本
書
紀
』
は
「
正
史
」

か
」
鷹
陵
史
学
会
・
編
『
鷹
陵
史
学
』
三
三
、
二
〇
〇
七
年
。
榎
本
淳
一

「
『
隋
書
』
倭
国
伝
の
史
料
的
性
格
に
つ
い
て
」
中
部
大
学
国
際
人
間
学
研
究

所
・
編
『
ア
リ
ー
ナ
』
五
、
二
〇
〇
八
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
日
本
書
紀
』
の
文
章
表
現
に
お
け
る
典
拠

の
一
例 

 ─
─
「
唐
実
録
」
の
利
用
に
つ
い
て
」
大
山
誠
一
・
編
『
日
本
書
紀
の

謎
と
聖
徳
太
子
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
一
年
予
定
）
、
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



大
日
方
克
己
「
射
礼
・
賭
弓
・
弓
場
始 

 ─
─
歩
射
の
年
中
行
事
」
同
『
古
代
国

家
と
年
中
行
事
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
）
、
三
〇
頁
。 

 



こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
河
内
春
人
「
日
本
古
代
に
お
け
る
礼
的
秩
序
の
成
立

─
華
夷
秩
序
の
構
造
と
方
位
認
識
─
」
『
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』

四
三
、
一
九
九
七
年
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
別
稿
を
用
意
し
た
い
。 

 



前
掲
註

池
田
昌
広
「
『
日
本
書
紀
』
の
潤
色
に
利
用
さ
れ
た
類
書
」
。 

 



前
掲
註

永
山
修
一
「
隼
人
を
め
ぐ
っ
て 

 ─
─
〈
夷
狄
〉
支
配
の
構
造
」
一
四

六
頁
。 

 



前
掲
註

小
林
敏
男
「
ク
マ
ソ
・
ハ
ヤ
ト
問
題
の
再
検
討
」
、
二
七
頁
。 

 


前
掲
註

拙
稿
「
『
日
本
書
紀
』
の
文
章
表
現
に
お
け
る
典
拠
の
一
例 

 ─
─

「
唐
実
録
」
の
利
用
に
つ
い
て
」
。 

 



前
掲
註

津
田
左
右
吉
「
ク
マ
ソ
征
討
の
物
語
」
一
七
一
‐
一
七
二
頁
。 

 



前
掲
註

坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
と
蝦
夷
」
二
八
二
‐
二
八
三
頁
。 

 



例
え
ば
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
頭
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
（
二
） 

二
六 
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隼
人
が
夷
狄
で
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
時
期
差
を
認
め
ね
ば

な
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
前
掲
註

永
山
修
一
「
隼
人
を
め
ぐ
っ
て 

 ─
─
〈
夷

狄
〉
支
配
の
構
造
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 



『
日
本
書
紀
』
巻
第
二 

神
代
下 

第
十
段 

一
書
第
二
。 

 



前
掲
註
３
泉
谷
康
夫
「
海
宮
遊
幸
神
話
の
成
立
に
つ
い
て
」
七
九
頁
。 

 



前
掲
註

小
林
敏
男
「
ク
マ
ソ
・
ハ
ヤ
ト
問
題
の
再
検
討
」
二
五
頁
。 

 

100 

『
北
齊
書
』
卷
十
二
／
列
傳
第
四
／
孝
昭
六
王
／
樂
陵
王
百
年
、
に
も
ほ
ぼ
同

文
が
あ
る
。 

 

101 

『
晉
書
』
卷
八
十
九 

列
傳
第
五
十
九 

忠
義 

車
濟
。 

 

102 

奥
田
尚
『
記
紀
の
王
者
像
』（
松
籟
社
、
一
九
九
二
年
）
、
一
七
一
頁
。 

 

103 

岸
俊
男
「
古
代
の
画
期 

雄
略
朝
か
ら
の
展
望
」
同
編
『
日
本
の
古
代 

第
６

巻 

王
権
を
め
ぐ
る
戦
い
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
）
。
岸
俊
男
「
画
期
と

し
て
の
雄
略
朝 

稲
荷
山
鉄
剣
銘
付
考
」
同
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』（
塙

書
房
、
一
九
八
八
年
）
。 

 

104 

雄
略
紀
に
お
け
る
漢
籍
に
基
づ
く
潤
色
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
本
の
頭
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

105 

前
掲
註

小
林
敏
男
「
ク
マ
ソ
・
ハ
ヤ
ト
問
題
の
再
検
討
」
二
四
‐
二
七
頁
。

前
掲
註

永
山
修
一
「
古
墳
時
代
の
『
隼
人
』」
。 

 

106 

前
掲
註

小
林
敏
男
「
ク
マ
ソ
・
ハ
ヤ
ト
問
題
の
再
検
討
」
二
七
頁
。 

 

107 

前
掲
註

永
山
修
一
「
隼
人
の
登
場
」
三
五
頁
。 

 

108 

津
田
左
右
吉
「
武
烈
紀
か
ら
敏
達
紀
ま
で
の
書
紀
の
記
載
」
同
『
日
本
古
典
の

研
究 

下
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
改
版
）
八
六
頁
以
下
。
井
上
薫
『
日
本
古

代
の
政
治
と
宗
教
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
一
年
）
。
川
尻
秋
生
「
仏
教
は
い
つ

伝
来
し
た
か
」
白
石
太
一
郎
／
吉
村
武
彦
・
編
『
争
点
日
本
の
歴
史 

第
２
巻

古
代
編
Ⅰ
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年
）
。
吉
田
一
彦
「
『
日
本
書
紀
』
仏
教

伝
来
記
事
と
末
法
思
想
（
そ
の
一
‐
五
）
」
名
古
屋
市
立
大
学
大
学
院
人
間
文
化

研
究
科
・
編
『
人
間
文
化
研
究
』
七
・
九
・
一
〇
・
一
一
・
一
三
、
二
〇
〇
七

‐
一
〇
年
、
な
ど
。 

 

109 

前
掲
註

北
條
勝
貴
「
祟
・
病
・
仏
神 

 ─
─
『
日
本
書
紀
』
崇
仏
論
争
と
『
法

苑
珠
林
』 

 ─
─
」
。
前
掲
註

吉
田
一
彦
『
古
代
仏
教
を
よ
み
な
お
す
』
。
前
掲

註

北
條
勝
貴
「
『
日
本
書
紀
』
と
祟
咎
─
「
仏
神
の
心
に
祟
れ
り
」
に
至
る

言
説
史
」
、
な
ど
。 

 

110 

大
山
誠
一
『
長
屋
王
家
木
簡
と
金
石
文
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
。
大
山

誠
一
『
〈
聖
徳
太
子
〉
の
誕
生
』（
吉
川
弘
文
館
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九

九
年
）
。
大
山
誠
一
・
編
『
聖
徳
太
子
の
真
実
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
）
。
大

山
誠
一
『
聖
徳
太
子
と
日
本
人 

 ─
─
天
皇
制
と
と
も
に
生
ま
れ
た
〈
聖
徳
太

子
〉
像
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）
、
な
ど
。 

 

111 

熊
谷
公
男
『
日
本
の
歴
史 

０３ 

大
王
か
ら
天
皇
へ
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
。

吉
村
武
彦
『
聖
徳
太
子
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
二
年
）
。
曾
根
正
人
『
聖
徳
太
子

と
飛
鳥
仏
教
』（
吉
川
弘
文
館
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）
。
大
津
透

『
天
皇
の
歴
史 

０１ 

神
話
か
ら
歴
史
へ
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
、
な
ど
。 

 

112 
前
掲
註

小
林
敏
男
「
ク
マ
ソ
・
ハ
ヤ
ト
問
題
の
再
検
討
」
二
六
頁
。 

 

113 

前
掲
註

永
山
修
一
「
古
墳
時
代
の
『
隼
人
』」
。 

 

114 

谷
川
士
清
（
小
島
憲
之
・
解
題
）
『
日
本
書
紀
通
證 

二
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
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二
〇
一
一
年 

二
七 
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年
）
、
一
一
八
〇
‐
一
一
八
一
頁
。 

 

115 
以
上
、
奥
田
氏
の
指
摘
は
、
前
掲
註 

１０２
奥
田
尚
『
記
紀
の
王
者
像
』
六
四
、
六

九
‐
七
〇
頁
。 

 

116

前
掲
註

永
山
修
一
『
隼
人
と
古
代
日
本
』
所
収
の
諸
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

117 

以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
橋
本
達
也
氏
の
諸
論
考
も
参
照
さ
れ
た
い
。
橋
本
達

也
「
古
墳
研
究
と
熊
襲
・
隼
人
」
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明
館
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
「
熊
襲
・
隼
人
の
時
代
を
語
る
」
配
布
レ
ジ
ュ
メ
（
二
〇
〇
九
年
一
〇

月
二
四
日
、http://w

w
w

.m
useum

.kagoshim
a-u.ac.jp/staff/hashim

oto-hp/genko/kofun-

kum
asohayato2.pdf

）
。
橋
本
達
也
「
古
墳
築
造
南
限
域
の
前
方
後
円
墳
─
鹿
児

島
県
神
領

号
墳
の
発
掘
調
査
と
そ
の
意
義
─
」
日
本
考
古
学
会
・
編
『
考
古

学
雑
誌
』
九
四
‐
三
、
二
〇
一
〇
年
。
橋
本
達
也
「
古
墳
時
代
交
流
の
豊
後
水

道
・
日
向
灘
ル
ー
ト
」
清
家
章
・
編
『
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｂ
）

研
究
成
果
報
告
書 

弥
生
・
古
墳
時
代
に
お
け
る
太
平
洋
ル
ー
ト
の
文
物
交
流

と
地
域
間
関
係
の
研
究
』（
高
知
大
学
人
文
社
会
科
学
系
、
二
〇
一
〇
年
）
。
橋
本
達

也
「
九
州
南
部
の
首
長
墓
系
譜
と
首
長
墓
以
外
の
墓
制
」
第

回
九
州
前
方
後

円
墳
研
究
会
鹿
児
島
大
会
事
務
局
・
編
『
九
州
に
お
け
る
首
長
墓
系
譜
の
再
検

討 

第

回
九
州
前
方
後
円
墳
研
究
会
鹿
児
島
大
会
発
表
要
旨
集
』（
九
州
前
方

後
円
墳
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年
）
。
橋
本
達
也
「
古
墳
築
造
周
縁
域
に
お
け
る
境

界
形
成
─
南
限
社
会
と
国
家
─
」
考
古
学
研
究
会
・
編
『
考
古
学
研
究
』
五
七

‐
四
、
二
〇
一
一
年
、
な
ど
。 

 

118 

田
中
聡
「
隼
人
・
南
嶋
と
国
家
─
国
制
施
行
と
神
話
─
」
日
本
史
論
叢
会
・
編

『
日
本
史
論
叢
』
一
二
、
一
九
八
九
年
。
田
中
聡
「
古
代
の
南
方
世
界 

 ─
─

「
南
島
」
以
前
の
琉
球
観
」
歴
史
科
学
協
議
会
・
編
『
歴
史
評
論
』
五
八
六
、

一
九
九
九
年
。
前
掲
註

田
中
聡
「
夷
人
論 

 ─
─
律
令
国
家
形
成
期
の
自
他
認

識
（
二
〇
〇
一
年
度
日
本
史
研
究
会
大
会
に
向
け
て
）
」
。
前
掲
註

田
中
聡
「
夷
人

論 
 ─

─
律
令
国
家
形
成
期
の
自
他
認
識
〔
含 

討
論
と
反
省
〕
」
。
前
掲
註

田

中
聡
「
蝦
夷
と
隼
人
・
南
島
の
社
会
」
。
前
掲
註

田
中
聡
「
隼
人
・
熊
襲
と

古
代
国
家
」
、
な
ど
。 

 

119 

前
掲
註

田
中
聡
「
蝦
夷
と
隼
人
・
南
島
の
社
会
」
二
六
九
‐
二
七
〇
頁
。 

 

120 

河
内
春
人
「
田
中
報
告
、
特
に
『
夷
人
』
的
関
係
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」

日
本
史
研
究
会
・
編
『
日
本
史
研
究
』
四
七
七
、
二
〇
〇
二
年
、
三
〇
頁
。 

 

121 

下
山
覚
「
古
墳
分
布
域
外
の
漁
撈
具

指
宿
市
橋
牟
礼
川
遺
跡
出
土
資
料
を
中

心
と
し
て
」
古
代
學
協
會
・
編
『
古
代
文
化
』
四
四
‐
七
、
一
九
九
二
年
。
前

掲
註

下
山
覚
「
考
古
学
か
ら
み
た
隼
人
の
生
活 

 ─
─
「
隼
人
」
問
題
と
展
望

 
 ─

─
」
。
指
宿
市
教
育
委
員
会
・
編
『
指
宿
歴
史
物
語
２
古
代
編 

薩
摩
の

『
隼
人
』
と
律
令
制
度
』（
指
宿
市
考
古
博
物
館
・
時
遊
館
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
Ｏ
は
し
む
れ
第

九
回
企
画
展
示
図
録
、
二
〇
〇
二
年 

※
文
責
は
下
山
氏
）
、
な
ど
。
な
お
『
指
宿
歴

史
物
語
２
古
代
編 

薩
摩
の
『
隼
人
』
と
律
令
制
度
』
以
外
の
こ
こ
に
あ
げ
た

諸
論
考
は
、
下
山
覚
君
遺
児
育
英
基
金
事
務
局
・
編
『
下
山
覚
君
遺
稿
集 

地

域
考
古
学
研
究
の
可
能
性
─
南
九
州
地
域
史
の
深
化
と
災
害
考
古
学
の
展
望

─
』（
下
山
覚
君
遺
児
育
英
基
金
発
起
人
一
同
、
二
〇
〇
九
年
）
、
に
再
録
さ
れ
て
い

る
。 

 

122 

前
掲
註

下
山
覚
「
考
古
学
か
ら
み
た
隼
人
の
生
活 

 ─
─
「
隼
人
」
問
題
と
展

望 
 ─

─
」
。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

『
記
・
紀
』
隼
人
関
係
記
事
の
再
検
討
（
二
） 

二
八 



 

29 204    

（
研
究
紀
要
編
集
部
は
、
編
集
発
行
規
程
第
五
条
に
基
づ
き
、
本
原
稿
の
査
読
を
論
文
審

査
委
員
会
に
依
頼
し
、
本
原
稿
を
本
誌
に
掲
載
可
と
す
る
判
定
を
受
理
す
る
。
二
〇
一

一
年
五
月
九
日
付
） 
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二
〇
一
一
年 

二
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